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項 現計画 修正案 

9 

 

 

 

 

 

第４節 気 候 

本町の沖合は､寒流系の親潮と暖流系の黒

潮が混交する海域であり､本町の気候も海流

の影響を受け､一般的には暖冬涼夏で過ごし

やすい｡ 

 

 

［略］ 

第４節 気 候 

本町の沖合は､寒流系の親潮と暖流系の黒

潮が混交する海域であり､本町の気候も海流

の影響を受け､一般的には暖冬涼夏で過ごし

やすい｡ 

表は下表のとおり修正 

 

［略］ 

修正 

理由 

○町独自の修正（時点更新） 

 

 

【現計画】 

年間の気候状況（平年値・直近２か年） 

要素 
降水量 

（ｍｍ） 

平均気温 

（℃） 

日最高気温 

（℃） 

日最低気温 

（℃） 

平均風速 

（ｍ/ｓ） 

日照時間 

（時間） 

平年値（1991～2020年） 1,527.1 10.9 16.2 6.3 1.5 2,030.4 

2021年（令和３年） 1,643.5 12.0 17.3 7.4 0.8 1,747.1 

2022年（令和４年） 1,354.0 11.7 17.1 7.1 0.8 2,034.5 

※「2021年（令和３年）日照時間」は、資料不足値による。      (資料：盛岡地方気象台) 

 

 

【修正案】 

年間の気候状況（平年値・直近２か年） 

要素 
降水量 

（ｍｍ） 

平均気温 

（℃） 

日最高気温 

（℃） 

日最低気温 

（℃） 

平均風速 

（ｍ/ｓ） 

日照時間 

（時間） 

平年値（1991～2021年） 1,585.3 11.5 16.8 6.9 1.2 2,030.4 

2022年（令和４年） 1,354.0 11.7 17.1 7.1 0.8 2,034.5 

2023年（令和５年） 1,376.5 13.1 18.4 8.5 0.7 2,107.0 

(資料：盛岡地方気象台) 
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項 現計画 修正案 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 防災知識普及計画 

第１ 基本方針 

町及び防災関係機関（以下本節中「防災関

係機関等」という。）は、職員に対して防災

教育を実施するとともに、広く町民に対し

て防災知識の普及に努め、自主防災思想の

普及、徹底を図る。 

なお、防災知識の普及を図る際には、高齢

者、障がい者等の要配慮者の多様なニーズ

に十分配慮するとともに、地域において要

配慮者を支援する体制の整備を図る。また、

被災時の性別によるニーズの違い等、男女

双方及び性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）の

視点にも配慮する。 

 

 

 

第２ 防災知識の普及 

【総務課、学校教育課、消防防災課】 

１～５ ［略］ 

６ 災害教訓の伝承 

(1)［略］ 

(2) 町は、大規模災害の経験や教訓を次世

代に継承していくため、大規模災害に関

する資料を適切に収集・整理・保存すると

ともに、広く一般の人々が閲覧できるよ

う地図情報その他の方法により公開に努

めるものとする。また、災害に関する石碑

やモニュメント等の持つ意味を正しく次

世代に伝えていくよう努めるものとす

る。 

(3)～(5) [略] 

７～９ ［略］ 

 

 

第１節 防災知識普及計画 

第１ 基本方針 

町及び防災関係機関（以下本節中「防災関

係機関等」という。）は、職員に対して防災

教育を実施するとともに、広く町民に対し

て防災知識の普及に努め、自主防災思想の

普及、徹底を図る。 

なお、防災知識の普及を図る際には、高齢

者、障がい者等の要配慮者の多様なニーズ

に十分配慮するとともに、地域において要

配慮者を支援する体制の整備を図る。また、

被災時の性別によるニーズの違い等、男女

双方及び性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）の

視点にも配慮することに加え、家庭動物の

飼養の有無による被災時のニーズの違いに

配慮するよう努める。  

 

第２ 防災知識の普及 

【総務課、学校教育課、消防防災課】 

１～５ ［略］  

６ 災害教訓の伝承 

(1)［略］ 

(2) 町は、大規模災害の経験や教訓を次世

代に継承していくため、大規模災害に関

する資料を適切に収集・整理・保存すると

ともに、広く一般の人々が閲覧できるよ

う地図情報その他の方法により公開に努

めるものとする。また、災害に関する石碑

やモニュメント等の自然災害伝承碑が持

つ意味を正しく次世代に伝えていくよう

努めるものとする。 

(3)～(5) [略]  

７～９ ［略］ 

 

修正

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 
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項 現計画 修正案 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 地域防災活動活性化計画 

 

第１ 基本方針 

(1) ［略］ 

(2) 町は、地域における消防防災の中核と

して重要な役割を担う消防団の活性化を

推進する。 

 

(3)～(4) ［略］ 

 

第２ 自主防災組織等の育成 

【総務課、消防防災課、政策企画課】 

１～２ ［略］  

３ 住民等による地区内の防災活動の推進 

(1)～(4) [略]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 防災訓練計画 

 

第１ 基本方針 

[略] 

第２ 実施要領 

【総務課、消防防災課】 

１ ［略］  

２ 実施に当たって留意すべき事項 

［略］ 

(1) ［略］ 

(2) 広域的な訓練の実施 

 

 

 

 

広域応援体制の確立を図るため、近隣

の消防機関をはじめとする防災関係機関

に広く参加を呼びかけ、広域応援協定等

に基づく広域応援要請訓練及びこれに基

づく各種の訓練を実施する。 

(3)～(5) [略]  

第２節 地域防災活動活性化計画 

 

第１ 基本方針 

(1) ［略］ 

(2) 町は、地域における消防防災の中核と

して重要な役割を担う消防団の活性化及

び消防団員がやりがいを持って活動でき

る環境づくりを推進する。 

(3)～(4) ［略］ 

 

第２ 自主防災組織等の育成 

【総務課、消防防災課、政策企画課】 

１～２ ［略］  

３ 住民等による地区内の防災活動の推進 

(1)～(4) ［略］ 

 (5) 町は、男女共同参画の視点から、防災

会議の委員に占める女性の割合を高める

よう取り組む。また、男女共同参画セン

ターが地域における防災活動の推進拠点

となるよう、平常時及び災害時における

男女共同参画担当部局及び男女共同参画

センターの役割について、防災担当部局

と男女共同参画担当部局が連携し明確化

しておくよう努めるものとする。 

 

 

第３節 防災訓練計画 

 

第１ 基本方針 

［略］ 

第２ 実施要領 

【総務課、消防防災課】 

１ ［略］  

２ 実施に当たって留意すべき事項 

［略］ 

(1) ［略］ 

(2) 広域的な訓練の実施 

① 大規模災害時に円滑な広域避難が可

能となるよう、関係機関と連携して、

実践型の防災訓練を実施するよう努め

るものとする。 

② 広域応援体制の確立を図るため、近

隣の消防機関をはじめとする防災関係

機関に広く参加を呼びかけ、広域応援

協定等に基づく広域応援要請訓練及び

これに基づく各種の訓練を実施する。 

(3)～(5)［略］ 

修正 

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 

〇岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 
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項 現計画 修正案 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 通信確保計画 

 

第１ 基本方針 

(1) ［略］ 

(2) 町は、災害時においても通信を確保する

ことができるよう通信施設・設備の被災す

るおそれのない場所への設置、耐震化、耐

浪化及びサブシステム化並びに代替通信

手段の確保に努める。 

 

 

 

また、通信施設等が損壊した場合におい

て、迅速に応急復旧ができるよう要員及び

資機材の確保に努める。 

 

(3) ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 通信施設・設備の整備等 

【総務課】 

１～２ ［略］ 

３ その他の通信施設の整備 

町は、災害時における通信の多重化を図る

ため、携帯電話・衛星携帯電話等の電気通信

事業用移動通信、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ－Ｌ

ＴＥ）、業務用移動通信を配備するとともに、

アマチュア無線を活用できるようアマチュ

ア無線局との連携を進めるとともに通信運

用マニュアルの作成に努める。［略］ 

４～５ ［略］  

 

 

第４節 通信確保計画 

 

第１ 基本方針 

(1) ［略］ 

(2) 町は、災害時においても通信を確保する

ことができるよう通信施設・設備の被災す

るおそれのない場所への設置、耐震化、耐

浪化及びサブシステム化並びに代替通信

手段の確保に努めるとともに通信施設等

が損壊した場合において、迅速に応急復旧

ができるよう要員及び資機材の確保に努

める。 

  また、通信が途絶している地域で、部隊

や派遣職員等が活動する場合を想定し、衛

星通信を活用したインターネット機器の

整備、活用に努める。  

(3) ［略］ 

(4) 町は、情報通信施設の災害に対する安

全性の確保及び停電対策、情報通信施設

の危険分散、通信路の多ルート化、通信

ケーブル・ＣＡＴＶケーブルの地中化の

促進、無線を活用したバックアップ対

策、デジタル化の促進、定期的な訓練等

を通じた平常時からの連携体制の構築等

による防災対策の推進並びに災害時通信

技術及び周波数有効利用技術の研究開発

の推進等を図るものとする。 

 

第２ 通信施設・設備の整備等 

【総務課】 

１～２ ［略］ 

３ その他の通信施設の整備 

町は、災害時における通信の多重化を図る

ため、携帯電話・衛星携帯電話等の電気通信

事業用移動通信、公共安全モバイルシステ

ム、業務用移動通信を配備するとともに、ア

マチュア無線を活用できるようアマチュア

無線局との連携を進めるとともに通信運用

マニュアルの作成に努める。［略］ 

４～５ ［略］ 

 

修正 

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 
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項 現計画 修正案 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 避難対策計画 

第１ 基本方針 

(1)～(2) [略] 

  

 

 

 

 

 

 

 

(3)町民は、災害時に的確な避難行動をとれ

るよう、平常時から災害に対する備えに努

める。 

 

第２ 指定緊急避難場所及び指定避難所の整

備等 

【総務課、長寿福祉課、健康子ども課】 

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所等の整      

 備 

①～② ［略］ 

③ 町は、一般の指定避難所内の一般避難

スペースでは生活することが困難な障が

い者、医療的ケアを必要とする者等の要

配慮者のため、必要に応じて福祉避難所

を指定するよう努めるものとする。特

に、医療的ケアを必要とする者に対して

は、人工呼吸器や吸引器等の電源の確保

等の必要な配慮をするよう努めるものと

する。 

なお、福祉避難所を指定する場合は、要

配慮者の円滑な利用を確保するための措

置が講じられており、災害が発生した場合

において要配慮者が相談等の支援を受け

ることができる体制が整備され、主として

要配慮者を滞在させるために必要な居室

が可能な限り確保されるものを指定する

よう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

第５節 避難対策計画 

第１ 基本方針 

(1)～(2) ［略］ 

(3)町は、平常時から、被災者支援の仕組みを

担当する部局を明確化し、地域の実情に応

じ、災害ケースマネジメント（一人ひとり

の被災者の状況を把握した上で、関係者が

連携して、被災者に対するきめ細やかな支

援を継続的に実施する取組）などの被災者

支援の仕組みの整備等に努めるものとす

る。 

(4)町民は、災害時に的確な避難行動をとれ

るよう、平常時から災害に対する備えに努

める。 

 

第２ 指定緊急避難場所及び指定避難所の整

備等 

【総務課、長寿福祉課、健康子ども課】 

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所等の整 

 備 

①～② ［略］ 

③ 町は、一般の指定避難所内の一般避難

スペースでは生活することが困難な障が

い者、医療的ケアを必要とする者等の要

配慮者のため、必要に応じて福祉避難所

を指定するよう努めるものとする。特

に、医療的ケアを必要とする者に対して

は、人工呼吸器や吸引器等の電源の確保

等の必要な配慮をするよう努めるものと

する。 

なお、福祉避難所を指定する場合は、要

配慮者の円滑な利用を確保するための措

置が講じられており、災害が発生した場合

において要配慮者が相談等の支援を受け

ることができる体制が整備され、主として

要配慮者を滞在させるために必要な居室

が可能な限り確保されるものを指定する

よう努めるものとする。特に、要配慮者に

対して円滑な情報伝達ができるよう、多様

な情報伝達手段の確保に努めるものとす

る。 

 

修正

理由 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 
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項 現計画 修正案 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④～⑤ ［略］  

⑥ 町は、新型コロナウイルス感染症を含む

感染症対策について、感染症患者が発生し

た場合の対応を含め、平常時から防災担当

と保健福祉担当が連携して、必要な場合に

は、ホテルや旅館等の活用等を含めて検討

するよう努めるものとする。  

⑦ ［略］ 

⑧ 町は災害の規模に鑑み、必要な避難所

を、可能な限り当初から開設するよう努

める。 

 

 

⑨～⑩ ［略］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ［略］ 

３ 指定緊急避難場所等の環境整備 

(1) ［略］ 

(2) 指定緊急避難場所等及び周辺道路への

案内標識、誘導標識、誘導灯、誘導ロープ、

照明設備等の設置。 

   なお、誘導標識を設置する場合、日本工

業規格に基づく災害種別一般記号を使用

して、どの災害の種別に対応した指定緊急

避難場所等であるか明示するよう努める

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

④～⑤ ［略］ 

⑥ 町は、感染症対策について、感染症患者

が発生した場合の対応を含め、平常時から

防災担当と保健福祉担当が連携して、必要

な場合には、ホテルや旅館等の活用等を含

めて検討するよう努めるものとする。  

 

⑦ ［略］ 

⑧ 町は災害の規模に鑑み、必要な避難所

を、可能な限り当初から開設するよう努め

る。また、避難所開設当初からパーテーシ

ョンや段ボールベッド等の簡易ベッドを

設置するよう努めるものとする。 

⑨～⑩ ［略］ 

⑪ 町は、指定避難所となる施設について

は、良好な生活環境を確保するために、あ

らかじめ避難所内の空間配置図、レイアウ

ト図などの施設の利用計画を作成するよ

う努めるものとする。また、必要に応じ、

換気、照明等の施設の整備に努めるものと

する。  

⑫ 町は、指定緊急避難場所や避難所に愛玩

動物と同行避難した被災者について、適切

に受け入れるとともに、避難所等における

愛玩動物の受入状況を含む避難状況等の

把握に努めるものとする。  

 

２ ［略］  

３ 指定緊急避難場所等の環境整備 

(1) ［略］ 

(2) 指定緊急避難場所等及び周辺道路への

案内標識、誘導標識、誘導灯、誘導ロープ、

照明設備等の設置。 

  なお、誘導標識を設置する場合、日本産

業規格に基づく災害種別一般記号を使用

して、どの災害の種別に対応した指定緊急

避難場所等であるか明示するよう努める

ものとする。 

(3) 町及び各指定避難所の運営者は、指定避

難所の良好な生活環境の継続的な確保の

ために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等

との定期的な情報交換や避難生活支援に

関する知見やノウハウを有する地域の人

材の確保・育成に努めるものとする。 

修正 

理由 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 

○防災基本計画の修正に伴う修正 
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項 現計画 修正案 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)～(5) ［略］ 

(6) 高齢者、障がい者等の要配慮者に配慮し

た環境の整備 

(7) ［略］  

(8) 非常用電源の配備 

(9)～(10) ［略］  

 

 

 

 

４ ［略］  

 

第３～第５ ［略］ 

 

第６ 津波に対する町民等の予防措置 

【総務課、水産商工課】 

１ 町民の予防措置 

(1) 津波に対する正しい知識を身につける。 

・ ［略］ 

・ 強い揺れを伴わず、危険を体感しない

ままに押し寄せる、いわゆる津波地震や

遠地地震、火山噴火等による潮位変化に

より津波が発生する可能性もある。 

・ ［略］  

(2) [略]  

① 強い地震を感じたとき。 

② 弱い地震であっても長い時間ゆっく

りとした揺れを感じたとき。 

③ 地震を感じなくても、津波注意報、津

波警報又は大津波警報が発表されたと

き。 

(3)～(5) [略]  

２ 船舶の予防措置 

(1) 次の場合は、直ちに津波に備えた対応を

とる。 

① 強い地震を感じたとき。 

② 弱い地震であっても長い時間ゆっく

りとした揺れを感じたとき。 

③ 地震を感じなくても、津波注意報、津

波警報又は大津波警報が発表されたと

き。 

(2)～(4) [略] 

 

(4)～(6) ［略］ 

(7) 空調、洋式トイレなど高齢者、障がい者

等の要配慮者に配慮した環境の整備 

(8) ［略］ 

(9) 再生可能エネルギーの活用を含めた非

常用発電電源設備等の配備 

(10)～(11) ［略］  

(12)衛星携帯電話・衛星通信を活用したイン

ターネット機器等の通信機器等の整備 

 

４ ［略］ 

 

第３～第５ ［略］ 

 

第６ 津波に対する町民等の予防措置 

【総務課、水産商工課】 

１ 町民の予防措置 

(1) 津波に対する正しい知識を身につける。 

・ ［略］ 

・ 強い揺れを伴わず、危険を体感しない

ままに押し寄せる、いわゆる津波地震や

遠地津波、火山噴火等による津波が発生

する可能性もある。 

・ ［略］ 

(2) [略]  

① 強い揺れを感じたとき。 

② 弱い揺れであっても長い時間ゆっく

りとした揺れを感じたとき。 

③ 揺れを感じなくても、津波注意報、津

波警報又は大津波警報が発表されたと

き。 

(3)～5）［略］ 

２ 船舶の予防措置 

(1) 次の場合は、直ちに津波に備えた対応を

とる。 

① 強い揺れを感じたとき。 

② 弱い揺れであっても長い時間ゆっく

りとした揺れを感じたとき。 

③ 揺れを感じなくても、津波注意報、津

波警報又は大津波警報が発表されたと

き。 

(2)～(4) ［略］ 

 

修正 

理由 

〇防災基本計画の修正に伴う修正 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 
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項 現計画 修正案 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 要配慮者の安全確保計画 

 

第１ 基本方針 

町は、防災関係機関、要配慮者関係団体、

介護保険事業者、在宅医療提供者、要配慮

者利用施設等及び地域住民等と協働して、

高齢者、障がい者、外国人、乳幼児及び妊

産婦等の要配慮者の安全確保を図るため、

災害時の情報収集・伝達及び避難誘導等の

体制づくりを進める。 

特に、要配慮者施設等への情報が確実

に伝達されるよう、情報共有の仕組みと

情報伝達体制を定めるとともに個別避難

計画の作成に努める。また、実際に避難

訓練等を行うなど、国、県等の防災関係

機関、介護保険事業者、在宅医療提供

者、社会福祉施設設置者等及び地域住民

等の協力を得ながら地域社会全体で要配

慮者の安全確保を図る体制づくりを進め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 実施要領 

【長寿福祉課、総務課】 

１～４ ［略］ 

５ 災害情報等の伝達体制の整備 

(1)～(5) [略]  

(6) 町は、要配慮者に対して円滑な情報伝達

ができるよう、多様な情報伝達手段の確保

に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６～１０ ［略］ 

第７節 要配慮者の安全確保計画 

 

第１ 基本方針  

(1) 町は、防災関係機関、要配慮者関係団体、

介護保険事業者、在宅医療提供者、要配慮

者利用施設等及び地域住民等と協働して、

高齢者、障がい者、外国人、乳幼児及び妊

産婦等の要配慮者の安全確保を図るため、

災害時の情報収集・伝達及び避難誘導等の

体制づくりを進める。 

(2) 町は、要配慮者施設等への情報が確実

に伝達されるよう、情報共有の仕組みと

情報伝達体制を定めるとともに個別避難

計画の作成に努める。また、実際に避難

訓練等を行うなど、国、県等の防災関係

機関、介護保険事業者、在宅医療提供

者、社会福祉施設設置者等及び地域住民

等の協力を得ながら地域社会全体で要配

慮者の安全確保を図る体制づくりを進め

る。 

(3) 町は、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等

の様々な主体が地域の実情に応じて実施

している状況把握の取組を円滑に行うこ

とができるよう事前に実施主体間の調整

を行うとともに、状況把握が必要な対象

者や優先順位付け、個人情報の利用目的

や共有範囲について、あらかじめ、検討

するよう努めるものとする。  

 

第２ 実施要領 

【長寿福祉課、総務課】 

１～４ ［略］ 

５ 災害情報等の伝達体制の整備 

(1)～(5) ［略］ 

(6) 町は、障がいの種類及び程度に応じて障

がい者が防災及び防犯に関する情報を迅

速かつ確実に取得することができるよう

にするため、体制の整備充実、設備又は機

器の設置の推進その他の必要な施策を講

ずるものとする。 

(7) 町は、障がいの種類及び程度に応じて障

がい者が緊急の通報を円滑な意思疎通に

より迅速かつ確実に行うことができるよ

うにするため、多様な手段による緊急の通

報の仕組みの整備の推進その他の必要な

施策を講ずるものとする。 

６～１０ ［略］ 

修正

理由 

〇防災基本計画の修正に伴う修正 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 
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項 現計画 修正案 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

第８節 食料・生活必需品等の備蓄計画 

 

第１ 基本方針 

町は、災害発生直後から食料、飲料水、

生活必需品等の流通が確保されるまでの

間、被災者の生活を支えるため、必要な物

資の備蓄を行うとともに、町民及び事業

所における物資の備蓄を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 備蓄計画等 

１～２ ［略］ 

３ 備蓄計画 

［略］ 

(1)～(5) ［略］ 

(6) 災害発生時において、食料等の物資を

効率的に配分するため、次の施設を備蓄

拠点として整備する。 

災害備蓄倉庫（田名部、ふれあいパーク

山田）、旧山田高校体育館、各支部倉庫 

 

 

 

第 13 節 ライフライン施設等安全確保計画 

 

第１～第４ ［略］ 

 

第５ 通信施設 

１ 電気通信設備 

【東日本電信電話(株)】 
電気通信事業者は、震災時における通信

の確保を図るため、施設、資機材の整備等

を図る。 

(1)～(5) ［略］ 

 

２ ［略］  

第８節 食料・生活必需品等の備蓄計画 

 

第１ 基本方針 

(1) 町は、災害発生直後から食料、飲料水、

生活必需品等の流通が確保されるまでの

間、被災者の生活を支えるため、必要な物

資の備蓄を行うとともに、町民及び事業

所における物資の備蓄を促進する。 

(2) 町は、大規模な災害発生のおそれがあ

る場合、事前に物資調達・輸送調整等支援

システムを用いて備蓄状況の確認を行う

とともに、あらかじめ登録されている物

資の輸送拠点を速やかに開設できるよ

う、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や

開設手続を関係者間で共有するなど、備

蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援

のための準備に努めるものとする。特に、

交通の途絶等により地域が孤立した場合

でも、食糧・飲料水・医薬品等の救援物資

の緊急輸送が可能となるよう、無人航空

機等の輸送手段の確保に努めるものと

し、国はこれを支援する。 

 

第２ 備蓄計画等 

１～２ ［略］ 

３ 備蓄計画 

［略］ 

(1)～(5) ［略］ 

(6) 災害発生時において、食料等の物資を

効率的に配分するため、次の施設を備蓄

拠点として整備する。 

災害備蓄倉庫（田名部、ふれあいパーク

山田、旧織笠小体育館）、旧山田高校体育

館、各支部倉庫 

 

 

第 13 節 ライフライン施設等安全確保計画 

 

第１～第４ ［略］ 

 

第５ 通信施設 

１ 電気通信設備 

【東日本電信電話(株)】 
電気通信事業者は、震災時における通信

の確保を図るため、施設、資機材の整備等

を図る。特に、庁舎等の重要拠点の通信確

保に配慮するものとする。 

(1)～(5) ［略］ 

２ ［略］  

修正

理由 

〇防災基本計画の修正に伴う修正 
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項 現計画 修正案 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16 節 火災予防計画 

 

第１～第２ ［略］ 

 

第３ 消防力の充実強化 

【消防防災課、消防団】 

町は、大火災等に対処しうる消防力を確保

するため、消防力の充実強化に努めるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

１～３ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16 節 火災予防計画 

 

第１～第２ ［略］ 

 

第３ 消防力の充実強化 

【消防防災課、消防団】 

町は、地域における消防防災の中核として

重要な役割を果たす消防団の充実強化に向

けて、大規模災害等に備えた消防団の車両・

資機材・拠点施設の充実、処遇の改善、必要

な資格の取得など実践的な教育訓練体制の

充実、青年層・女性層を始めとした団員の入

団促進等に取り組むものとし、地域住民と消

防団員の交流等を通じ、消防団員がやりがい

を持って活動できる環境づくりを進めるよ

う努めるものとする。  

１～３ ［略］ 

  

修正 

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 
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64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 活動体制計画 

 

第１ 基本方針 

(1)～(8)  [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 町の活動体制 

【各部】 
(1)～(4) [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 災害警戒本部の設置 

[略] 

２ 災害対策本部 

(1) [略] 

(2) 組 織 

災害対策本部の組織 

本部長 町 長 

副本部長 副町長、教育長、技監 

本部員 各課長等 

本部付職

員 

総務課及び財政課の職員、

長寿福祉課、健康子ども課、

建設課、都市計画課、上下水

道課、消防防災課及び学校

教育課の一部職員 

 

 

各支部 支部長、副支部長、支部員

（山田、船越、田の浜、大浦、

織笠、大沢、豊間根） 
 

第１節 活動体制計画 

 

第１ 基本方針 

(1)～(8)  [略] 

(9) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に

ついて、北海道・三陸沖後発地震注意情報

が発信された場合の対応については、「日

本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対

策推進基本計画」及び「日本海溝・千島海

溝周辺海溝型地震防災対策推進計画」に

定めるところによる。 

 

第２ 町の活動体制 

【各部】 
(1)～(4) [略] 

(5) 町は、感染症対策のため、会議室のレ

イアウトの工夫やテレビ会議の活用な

ど、応援職員等の執務スペースの適切な

空間の確保に配慮するものとする。また、

応援職員等の宿泊場所の確保が困難とな

る場合も想定して、応援職員等に対して

紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空

きスペース、仮設の拠点や車両を設置で

きる空き地など宿泊場所として活用可能

な施設等のリスト化に努めるものとす

る。  

１ 災害警戒本部の設置 

[略] 

２ 災害対策本部 

(1) [略] 

(2) 組 織 

災害対策本部の組織 

本部長 町 長 

副本部長 副町長、教育長、技監 

本部員 各課長等 

本部付職

員 

総務課及び財政課の職員、

長寿福祉課、健康子ども課、

建設課、都市計画課、上下水

道課、政策企画課、農林課、

水産商工課、町民課、消防防

災課及び学校教育課の一部

職員 

各支部 支部長、副支部長、支部員

（山田、船越、田の浜、大浦、

織笠、大沢、豊間根） 
 

修正 

理由 

〇岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 

〇防災基本計画の修正に伴う修正 

○町独自の修正（本部付職員の見直し） 
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項 現計画 修正案 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)～(8) [略] 

３ 支 部 

 (1) [略] 

 (2) 支部長等 

各支部の支部長及び副支部長並びに支

部連絡員については、毎年度総務課長が

指名する。 

なお、支部設置場所及び支部長代理に

ついては、次のとおりとする。 

 

(3) 代替施設 

土砂災害危険箇所に立地する次の支部

における、大雨警報及び大雨特別警報等

が発表され土砂災害発生のおそれがある

場合の代替支部設置場所は、次のとおり

とする。 

支部名 支部設置場所 代替支部設置

場所 

山田 

支部 

中央コミュニテ

ィセンター 

保健センター 

田の浜

支部 

田の浜コミュニ

ティセンター 

船越小学校 

大浦 

支部 

旧大浦小学校 大浦漁村セン

ター 

豊間根

支部 

豊間根生活改善

センター 

豊間根小学校 

 

支部名 支部設置場所 支部長代理 

山田 

支部 

中央コミュニテ

ィセンター 
－ 

船越 

支部 

船越防災センタ

ー 
船越支所長 

田の浜

支部 

田の浜コミュニ

ティセンター 

田の浜地区自

治会 

大浦 

支部 

大浦漁村センタ

ー 

大浦漁村づく

り振興協議会 

織笠 

支部 

織笠コミュニテ

ィセンター 

織笠地区コミ

ュニティ推進

協議会 

大沢 

支部 

ふるさとセンタ

ー 

大沢コミュニ

ティ推進協議

会 

豊間根

支部 

豊間根生活改善

センター 
豊間根支所長 

(3)～(8) [略] 

３ 支 部 

 (1) [略] 

 (2) 支部長等 

各支部の支部長及び副支部長並びに支

部連絡員については、毎年度総務課長が

指名する。 

なお、支部設置場所及び支部長代理に

ついては、次のとおりとする。 

 

(3) 代替施設 

土砂災害危険箇所に立地する次の支部

における、大雨警報及び大雨特別警報等

が発表され土砂災害発生のおそれがある

場合の代替支部設置場所は、次のとおり

とする。 

支部名 支部設置場所 代替支部設置

場所 

山田 

支部 

中央コミュニテ

ィセンター 

保健センター 

田の浜

支部 

田の浜コミュニ

ティセンター 

旧船越小学校 

大浦 

支部 

旧大浦小学校 大浦漁村セン

ター 

豊間根

支部 

豊間根生活改善

センター 

豊間根小学校 

 

支部名 支部設置場所 支部長代理 

山田 

支部 

中央コミュニテ

ィセンター 
－ 

船越 

支部 

船越防災センタ

ー 
船越支所長 

田の浜

支部 

田の浜コミュニ

ティセンター 

田の浜地区自

治会 

大浦 

支部 

大浦漁村センタ

ー 

大浦漁村づく

り振興協議会 

織笠 

支部 

織笠コミュニテ

ィセンター 

織笠地区コミ

ュニティ推進

協議会 

大沢 

支部 

大沢ふるさとセ

ンター 

大沢コミュニ

ティ推進協議

会 

豊間根

支部 

豊間根生活改善

センター 
豊間根支所長 

修正 

理由 

○所要の修正 
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83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３節 津波警報・地震情報等の伝達計画 
 

第１～第２ ［略］ 
 
第３ 実施要領 
１ 津波警報等の種類及び伝達 
(1)地震動の警報及び地震情報の種類  
① 緊急地震速報（警報） 
ア 気象庁は、震度５弱以上の揺れが
予想された場合又は長周期地震動階
級３以上を予想した場合に、震度４
以上が予想される地域又は長周期地
震動階級３以上を予想した地域に対
し、緊急地震速報（警報）を発表する。
日本放送協会（NHK）は、テレビ、ラ
ジオを通じて町民に提供する。 

イ～ウ ［略］  
② 地震情報の種類と内容 
 
 
 
 
 
 
 
 

種類 発 表 基 準 内  容 

[略] [略] [略] 

震 源

に 関

す る

情報 

・震度３以上（大

津波警報、津

波警報又は津

波注意報を発

表した場合は

発表しない。） 

地震の発生場所（震

源）やその規模（マグ

ニチュード）を発表。 

「津波の心配がな

い」又は「若干の海面

変動があるかもしれ

ないが被害の心配は

ない」旨を付加 

震源 

・ 

震 度

に 関

す る

情報 

以下のいずれか

を満たした場合 

・震度３以上 

・大津波警報、津

波警報又は津

波注意報発表

時 

・若干の海面変

動が予想され

る場合 

・緊急地震速報

（警報）を発表

した場合 

 

地震の発生場所（震

源）やその規模（マグ

ニチュード）、震度３

以上の地域名と市町

村毎の観測した震度

を発表。 

震度５弱以上と考

えられる地域で、震度

を入手していない地

点がある場合は、その

市町村名を発表。 

 

第３節 津波警報・地震情報等の伝達計画 
 

第１～第２ ［略］ 
 
第３ 実施要領 
１ 津波警報等の種類及び伝達 
(1)地震動の警報及び地震情報の種類  
① 緊急地震速報（警報） 
ア 気象庁は、最大震度５弱以上また
は最大長周期地震動階級が３以上と
予想された場合に、震度４以上や長
周期地震動階級３以上の揺れが予想
される地域に対し、緊急地震速報（警
報）を発表する。日本放送協会（NHK）
は、テレビ、ラジオを通じて町民に提
供する。 

イ～ウ ［略］ 
② 地震情報の種類と内容 

国、県及び町は、地震に関する情報を
住民が容易に理解できるよう、地震情
報（震度、長周期地震動階級、震源、マ
グニチュード、地震活動の状況等）、北
海道・三陸沖後発地震注意情報等の解
説に努め、報道機関等の協力を得て、町
民に迅速かつ正確な情報を伝達するも
のとする。 

種類 発 表 基 準 内  容 

[略] [略] [略] 

震 源

に 関

す る

情報 

・震度３以上（津

波警報又は注

意報を発表し

た場合は発表

しない。） 

「津波の心配がな

い」又は「若干の海面

変動があるかもしれ

ないが被害の心配は

ない」旨を付加して、

地震の発生場所（震

源）やその規模（マグ

ニチュード）を発表。 

震源 

・ 

震 度

情報 

・震度１以上 

・津波警報・注意

報発表または

若干の海面変

動が予想され

た時 

・緊急地震速報

（警報）発表時 

地震の発生場所（震

源）やその規模（マグ

ニチュード）、震度１

以上を観測した地点

と観測した震度を発

表。それに加えて、震

度３以上を観測した

地域名と市町村毎の

観測した震度を発表。 

震度５弱以上と考

えられる地域で、震度

を入手していない地

点がある場合は、その

地点名を発表。 
 

修正

理由 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 
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各 地

の 震

度 に

関 す

る 情

報 

・震度１以上 

震度１以上を観測

した地点のほか、地震

の発生場所（震源）や

その規模（マグニチュ

ード）を発表。 

震度５弱以上と考

えられる地域で、震度

を入手していない地

点がある場合は、その

地点名を発表。 

地震が多数発生し

た場合には、震度３以

上の地震についての

み発表し、震度２以下

の地震については、そ

の発生回数を「その他

の情報（地震回数に関

する情報）」で発表。 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

遠 地

地 震

に 関

す る

情報 

国外で発生した

地震について以

下のいずれかを

満たした場合等 

・マグニチュー

ド 7.0 以上 

・都市部など著

しい被害が発

生する可能性

がある地域で

規模の大きな

地震を観測し

た場合 

地震の発生時刻、発

生場所（震源）やその

規模（マグニチュー

ド）を概ね 30 分以内

に発表。 

日本や国外への津

波の影響に関しても

記述して発表。 

長 周

期 地

震 動

に 関

す る

観 測

情報 

・震度３以上 

高層ビル内での被

害の発生可能性等に

ついて、地震の発生場

所（震源）やその規模

（マグニチュード）、

地域ごと及び地点ご

との長周期地震動階

級等を発表（地震発生

から約 10 分後に気象

庁ホームページ上に

掲載）。 

 

長 周

期地 

震 動

に関 

す る

観測 

情報 

・震度１以上を

観測した地震の

うち、長周期地

震動階級１以上

を観測した場合 

地域ごとの震度の

最大値・長周期地震動

階級の最大値のほか、

個別の観測点毎に、長

周期地震動階級や長

周期地震動の周期別

階級等を発表。（地震

発生から 10 分後程

度で 1 回発表） 

遠 地

地 震

に 関

す る

情報 

・マグニチュー

ド 7.0 以上 

・都市部など著

しい被害が発

生する可能性

がある地域で

規模の大きな

地震を観測し

た場合（国外

で発生した大

規模噴火を覚

知した場合に

も発表するこ

とがある。） 

地震の発生時刻、発

生場所（震源）やその

規模（マグニチュー

ド）を概ね 30 分以内

に発表。 

日本や国外への津

波の影響に関しても

記述して発表。 

国外で大規模噴火

を覚知した場合は、噴

火発生から１時間半

～２時間程度で発表。 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 
 

修正

理由 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 



本編 第２編 第２章 震災応急対策計画 

- 15 - 

 

 

項 現計画 修正案 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地震活動に関する解説情報等 

  気象庁は、地震活動の状況等の情報

を提供するため、地震活動に関する解

説情報等を発表する。 

 

種 類 内  容 

地震解説

資料 

津波警報等の発表又は震度４以

上の観測時等に緊急地震速報、津

波警報等並びに地震・津波に関す

る情報や関連資料を編集した資料 

月間地震

概況及び

週間地震

概況  

月毎及び週毎（定期）に発表され

る地震活動状況等に関する資料 

 

 

 

 

③ 地震活動に関する解説資料等 

  地震情報以外に、地震活動の状況等

をお知らせするために気象庁本庁及び

管区・地方気象台が関係地方公共団体、

報道機関等提供している資料。 

解説資料等 

の種類 
発表基準 内容 

地震解説資

料 

（速報版） 

以下のいずれ

かを満たした場

合に一つの現象

に対して一度だ

け発表 

・津波警報等発

表時（遠地地

震による発表

時除く） 

・岩手県内で震

度４以上を観

測（ただし、

地震が頻発し

ている場合、

その都度の発

表はしな

い。） 

地震発生後 30 

分程度を目途に、地

方公共団体が初動

期の判断のため、状

況把握等に活用で

きるように、地震の

概要、震度や長周期

地震動階級に関す

る情報、津波警報や

津波注意報等の発

表状況等、及び津波

や地震の図情報を

取りまとめた資料。 

地震解説資

料 

（全国詳細

版・地域詳

細版） 

以下のいずれ

かを満たした場

合に発表するほ

か、状況に応じ

て必要となる続

報を適宜発表 

・津波警報等

発表時 

・岩手県内で

震度５弱以

上を観測 

・社会的に関

心の高い地

震が発生 

地震発生後１～

２時間を目途に第

１号を発表する。 

・地震解説資料

（全国詳細版）地

震や津波の特徴

を解説するため、

防災上の留意事

項やその後の地

震活動の見通し、

津波や長周期地

震動の観測状況、

緊急地震速報の

発表状況、周辺の

地域の過去の地

震活動など、より

詳しい状況等を

取りまとめた資

料。 

 
 

修正

理由 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 
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85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 津波警報等の種類 

① 津波警報等の種類と内容 

   ア～ウ ［略］ 

   エ 予想される津波の高さを「巨大」や

「高い」という言葉で発表した場合

においては、その後、地震の規模が精

度よく求められた時点で津波警報等

を更新し、数値で示した予想される

津波の高さを発表する。 

津 

波 

警 

報 

等 

の 

種 

類 

発表基

準 

発表される津

波の高さ 

想定される被害と

取るべき行動 

数値での

発表 

（津波の

高さの予

想の区

分） 

巨

大

地

震

の

場

合

の

発

表 

 

 

 

  ・地震解説資料

（地域詳細版）地

震解説資料（全国

詳細版）発表以降

に状況に応じて

必要となる続報

を適宜発表する

とともに、状況に

応じて適切な解

説を加えること

で、防災対応を支

援する資料（地域

の地震活動状況

や応じて、単独で

提供されること

もある）。 

月間地震概

況 

 

定期（毎月） 地震・津波防災

に係る活動を支援

するために、月ご

との岩手県とその

周辺の地震活動の

状況をとりまとめ

た地震活動の傾向

等を示す資料。 

(2) 津波警報等の種類 

① 津波警報等の種類と内容 

ア～ウ ［略］ 

   エ 予想される津波の高さを「巨大」や

「高い」という言葉で発表した場合

においては、その後、地震の規模が精

度よく求められた時点で津波警報等

を更新し、数値で示した予想される

津波の高さを発表する。 

津 

波 

警 

報 

等 

の 

種 

類 

発表基

準 

発表される津

波の高さ 

想定される被害と

取るべき行動 

数値での

発表 

（津波の

高さの予

想の区

分） 

巨

大

地

震

の

場

合

の

発

表 

 

 

修正

理由 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 
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86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大

津

波

警 

報 

予想さ

れる津

波の高

さが高

いとこ

ろで３

ｍを超

える場

合 

10ｍ超 

（10m＜予

想高さ） 

巨

大 

（巨大） 

木造家屋が全壊・

流失し、人は津波に

よる流れに巻き込

まれる。沿岸部や川

沿いにいる人は、た

だちに高台や津波

避難ビルなど安全

な場所へ避難する。

警報が解除される

まで安全な場所か

ら離れない。 

（高い） 

標高の低いとこ

ろでは津波が襲い、

浸水被害が発生す

る。人は津波による

流れに巻き込まれ

る。沿岸部や川沿い

にいる人はただち

に高台や津波避難

ビルなど安全な場

所へ避難する。警報

が解除されるまで

安全な場所から離

れない。 

10ｍ 

（５m＜予

想高さ≦

10m） 

５ｍ 

（３m＜予

想高さ≦

５m） 

津 

波 

警 

報 

予想さ

れる津

波の高

さが高

いとこ

ろで１

ｍを超

え、３

ｍ以下

の場合 

３ｍ 

（１m＜予

想高さ≦

３m） 

高

い 

津 

波 

注

意

報 

予想さ

れる津

波の高

さが高

いとこ

ろ で

0.2 ｍ

以上、

１ｍ以

下の場

合であ

って、

津波に

よる災

害のお

それが

ある場

合 

１ｍ 

（0.2m≦

高さ≦１

m） 

（

表

記

し

な

い

） 

海の中では人は

速い流れに巻き込

まれ、また、養殖い

かだが流失し小型

船舶が転覆する。海

の中にいる人はた

だちに海から上が

って、海岸から離れ

る。海水浴や磯釣り

は危険なので行わ

ない。注意報が解除

されるまで海に入

ったり海岸に近付

いたりしない。 

 

 

大

津

波 

警 

報 

予想さ

れる津

波の最

大波の

高さが

高いと

ころで

３ｍを

超える

場合 

10ｍ超 

（10m＜予

想高さ） 

巨

大 

巨大な津波が襲い、

木造家屋が全壊・流

失し、人は津波によ

る流れに巻き込ま

れる。沿岸部や川沿

いにいる人は、ただ

ちに高台や津波避

難ビルなど安全な

場所へ避難する。警

報が解除されるま

で安全な場所から

離れない。 

10ｍ 

（５m＜予

想高さ≦

10m） 

５ｍ 

（３m＜予

想高さ≦

５m） 

津 

波 

警 

報 

予想さ

れる津

波の最

大波の

高さが

高いと

ころで

１ｍを

超え、

３ｍ以

下の場

合 

３ｍ 

（１m＜予

想高さ≦

３m） 

高

い 

標高の低いところ

では津波が襲い、浸

水被害が発生する。

人は津波による流

れに巻き込まれる。

沿岸部や川沿いに

いる人はただちに

高台や津波避難ビ

ルなど安全な場所

へ避難する。警報が

解除されるまで安

全な場所から離れ

ない。 

津 

波 

注

意

報 

予想さ

れる津

波の最

大波の

高さが

高いと

ころで

0.2 ｍ

以上、

１ｍ以

下の場

合であ

って、

津波に

よる災

害のお

それが

ある場

合 

１ｍ 

（0.2m≦

高さ≦１

m） 

（

表

記

し

な

い

） 

海の中では人は

速い流れに巻き込

まれ、また、養殖い

かだが流失し小型

船舶が転覆する。海

の中にいる人はた

だちに海から上が

って、海岸から離れ

る。海水浴や磯釣り

は危険なので行わ

ない。注意報が解除

されるまで海に入

ったり海岸に近付

いたりしない。 

 

修正

理由 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 



本編 第２編 第２章 震災応急対策計画 

- 18 - 

 

 

項 現計画 修正案 

 

 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②～③ ［略］ 

(3) [略] 

(4) 伝達系統 

津波警報等の発表機関及び伝達系統

は、次のとおりである。 

津波警報等の区分 
発表 

機関 
伝 達 系 統 

大津波警報・津波

警報・津波注意報 
気象庁 

津波警報等伝達系

統図のとおり 

津波に関する情報 気象庁 

地震及び津波に関

する情報伝達系統

図のとおり 

地震に関する情報 
気象庁

本庁等 

地震及び津波に関

する情報伝達系統

図のとおり 

図［略］ 

(5)～(6) [略] 

２ ［略］ 

 

 

第４節 通信情報計画 

 

第１ ［略］ 

 

第２ 実施要領 

【総務部】 

１～２ ［略］ 

３ 電気通信設備が利用できない場合の通信

の確保 

(1)～(6) [略] 

(7) 放送の利用 

 ① [略] 

② 放送の要請は、次の事項を放送局長

に文書により通知の上、行う。 

ア～オ ［略］ 

なお、緊急を要する場合は、次の担当

部局に対して、電話又は口頭により要

請する。 

放送局名 
担当 

部局 

電話

番号 
所 在 地 

日本放送協会盛岡放送局 放送部 019-

626-

8826 

盛岡市上田

４-１-３ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
 

②～③ ［略］ 

(3) [略] 

(4) 伝達系統 

津波警報等の発表機関及び伝達系統

は、次のとおりである。 

津波警報等の区分 
発表 

機関 
伝 達 系 統 

大津波警報・津波

警報・津波注意報 

気象庁

本庁等 

津波警報等伝達系

統図のとおり 

津波に関する情報 
気象庁

本庁等 

地震及び津波に関

する情報伝達系統

図のとおり 

地震に関する情報 
気象庁

本庁等 

地震及び津波に関

する情報伝達系統

図のとおり 

図［略］ 

(5)～(6) [略] 

２ ［略］ 

 

 

第４節 通信情報計画 

 

第１ ［略］ 

 

第２ 実施要領 

【総務部】 

１～２ ［略］ 

３ 電気通信設備が利用できない場合の通信

の確保 

(1)～(6) [略] 

(7) 放送の利用 

  ① [略] 

② 放送の要請は、次の事項を放送局長

に文書により通知の上、行う。 

ア～オ ［略］ 

なお、緊急を要する場合は、次の担当

部局に対して、電話又は口頭により要

請する。 

放送局名 
担当 

部局 

電話

番号 
所 在 地 

日本放送協会盛岡放送局 コンテ

ンツセ

ンター 

019-

626-

8826 

盛岡市上田

４-１-３ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
 

修正

理由 

○所要の修正 
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項 現計画 修正案 

 

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 情報の収集・伝達計画 

 

第１ 基本方針 

(1)～(5) [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 実施機関（責任者） 

（町本部の担当） 

担当

部 

様

式 

報告種

別 

報告区

分 

県地方

支部

(班) 

県本部 

[略]  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

水 産

商 工

部 

７ 

観光施

設被害

報告 

観光施

設 
総務班 観光課 

自然公

園施設 

福祉環

境班 

自然保護

課 

８ 

商工関

係被害

報告 

― 総務班 
経営支援

課 

略 ［略］ ［略］ [略] ［略］ 

[略]  ［略］ ［略］ [略] ［略］ 

 

第３ 実施要領 

１～３ ［略］ 

４ 災害情報通信の確保 

(1) 災害情報通信のための電話の指定 

※ 災害時優先電話設置場所・電話番号一覧 

設置場所 電話

番号 

設置場所 電話

番号 

設置場所 電話

番号 

［略］ [略] ［略］ [略] ［略］ [略] 

織笠保育

園 

82-

3219 

山田小学

校 

82-

9581 

大 沢 ふ る

さ と セ ン

ター 

82-

4333 

織笠地区

放課後児

童クラブ 

82-

2715 

船越小学

校 

84-

2351 

  

(2)～(3) [略] 

第５節 情報の収集・伝達計画 

 

第１ 基本方針 

(1)～(5) [略] 

(6) 町は、Ｌアラート（災害情報共有シス

テム）で発信する災害関連情報等の多様

化に努めるとともに、情報の地図化等に

よる伝達手段の高度化に努めるものとす

る。 

(7) 町は、情報の共有化を図るため、各機

関が横断的に共有すべき防災情報を、総

合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）

に集約できるよう努めるものとする。 

 

第２ 実施機関（責任者） 

（町本部の担当） 

担当

部 

様

式 

報告種

別 

報告区

分 

県地方

支部

(班) 

県本部 

[略]  ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

水 産

商 工

部 

７ 

観光施

設被害

報告 

観光施

設 
総務班 

観光・プ

ロモーシ

ョン室 

自然公

園施設 

福祉環

境班 

自然保護

課 

８ 

商工関

係被害

報告 

― 総務班 
経営支援

課 

略 ］ ［略］ [略] ［略］ ［略］ 

[略]  ［略］ ［略］ [略] ［略］ 

 

第３ 実施要領 

１～３ ［略］ 

４ 災害情報通信の確保 

(1) 災害情報通信のための電話の指定 

※ 災害時優先電話設置場所・電話番号一覧 

設置場所 電話

番号 

設置場所 電話

番号 

設置場所 電話

番号 

［略］ [略] ［略］ [略] ［略］ [略] 

織笠保育

園 

82-

3219 

山田小学

校 

82-

9581 

大 沢 ふ る

さ と セ ン

ター 

82-

4333 

織笠地区

放課後児

童クラブ 

82-

2715 

旧船越小

学校 

84-

2351 

  

(2)～(3) [略] 

修正

理由 

〇防災基本計画の修正に伴う修正 

〇所要の修正 
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項 現計画 修正案 

 

 

 

 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 交通確保・輸送計画 

 

第１ [略] 

 

第２ 実施機関（責任者） 

（町本部の担当） 

部 班 担 当 業 務 

［略］ ［略］ ［略］ 

長寿福

祉部 
援護班 

１ 日赤飛行奉仕団に対する

航空機輸送の要請 

［略］ ［略］ ［略］ 

 

第３ 交通確保 

１ [略] 

２ 防災拠点の指定 

(1)  [略]  

(2) 町本部長が指定する防災拠点等は、次

のとおりとする。交通拠点 

  ①～② ［略］ 

   ア～イ ［略］ 

ウ 航空輸送拠点 

県立山田高等学校グラウンド、航

空自衛隊山田分屯基地、豊間根小

学校校庭、旧山田北小学校校庭、船

越小学校校庭、町総合運動公園ラ

グビー・サッカー場 

(3) [略] 

３ 緊急輸送道路の指定 

(1)～(3) [略] 

防災拠

点等 
路線名 指定区間 

［略］ ［略］ ［略］ 

旧山田

北小学

校 

細浦・柳沢線、

都市計画道路柳

沢北浜線 

45 号（山田 3-9-1）

～山田 13-44-2 

山田消

防署 
境田南線 

45 号（境田町 14-

24）～飯岡 1-21-4 

宮古警

察署山

田交番 

織笠・外山線、

細浦・柳沢線 

45 号（織笠 12-2-

9）～織笠 1-21-3 

［略］ ［略］ ［略］ 

４～６ [略] 

 

第７節 交通確保・輸送計画 

 

第１ [略] 

 

第２ 実施機関（責任者） 

（町本部の担当） 

部 班 担 当 業 務 

［略］ ［略］ ［略］ 

長寿福

祉部 
総務班 

１ 日赤飛行奉仕団に対する

航空機輸送の要請 

［略］ ［略］ ［略］ 

 

第３ 交通確保 

１ [略] 

２ 防災拠点の指定 

(1)  [略]  

 (2) 町本部長が指定する防災拠点等は、次

のとおりとする。 

①～② ［略］ 

ア～イ ［略］ 

ウ 航空輸送拠点 

県立山田高等学校グラウンド、航

空自衛隊山田分屯基地、豊間根小

学校校庭、旧山田北小学校校庭、旧

船越小学校校庭、町総合運動公園

ラグビー・サッカー場 

(3) [略] 

３ 緊急輸送道路の指定 

(1)～(3) [略] 

防災拠

点等 
路線名 指定区間 

［略］ ［略］ ［略］ 

旧山田

北小学

校 

細浦・柳沢線、

都市計画道路柳

沢北浜線 

45 号（山田 2-9-1）

～山田 13-44-2 

山田消

防署 
境田南線 

45 号（境田町 14-

24）～飯岡 1-21-4 

宮古警

察署山

田交番 

織笠・外山線、

細浦・柳沢線 

45 号（織笠 12-2-

9）～飯岡 1-21-3 

［略］ ［略］ ［略］ 

４～６ [略] 

 

修正

理由 

○所要の修正 
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項 現計画 修正案 

 

 

 

 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 緊急輸送 

１～３ [略] 

４ 航空輸送 

 (1)～(3) [略] 

(4) ヘリポートの現況 

町におけるヘリポートの現況及びヘリ

ポート候補地は、次のとおりである。 

 

ヘリポートの現況及び候補地 

施   設 

大きさ 町役場

までの

距離

（㎞） 

岩手県航空防災

マップ 

縦 （ ｍ ） 横 （ ｍ ） 
地図

名 

記

号 

メッ

シュ

番号 

県立山田高等

学校グラウン

ド 

160 170 2.4 大槌

35 

Ｈ 581-

4367 

航空自衛隊

山田分屯基

地 

35 45 9.4 宮古

28 

Ｆ

１ 

583-

4376 

豊間根小学

校校庭 

95 65 10.0 宮古

28 

Ｈ 579-

4375 

旧山田北小

学校校庭 

120 50 1.7 大槌

35 

Ｈ 581-

4370 

船越小学校

校庭 

105 80 5.3 大槌

35 

Ｈ 584-

4364 

 

 

 

【参考】山田町管内ドクターヘリランデブーポ

イント・・・旧大浦小、陸中海岸青少年の家、

旧轟木小、山田消防署、旧荒川小、山田高、旧

山田北小、豊間根小、船越小、旧豊間根中、旧

大沢小 

別図 ［略］ 

第４ 緊急輸送 

１～３ [略] 

４ 航空輸送 

 (1)～(3) [略] 

(4) ヘリポートの現況 

町におけるヘリポートの現況及びヘリ

ポート候補地は、次のとおりである。 

 

ヘリポートの現況及び候補地 

施   設 

大きさ 
町役場

までの

距離

（㎞） 

縦 （ ｍ ） 横 （ ｍ ） 

県立山田高等

学校グラウン

ド 

160 170 2.4 

航空自衛隊

山田分屯基

地 

35 45 9.4 

豊間根小学

校校庭 

95 65 10.0 

旧山田北小

学校校庭 

120 50 1.7 

旧船越小学

校校庭 

105 80 6.1 

県立船越家

族旅行村水

辺公園 

106 42 5.3 

【参考】山田町管内ドクターヘリランデブー

ポイント・・・旧大浦小学校、陸中海岸青

少年の家、旧轟木小学校、山田消防署、旧

荒川小学校、山田高等学校、旧山田北小学

校、豊間根小学校、旧船越小学校、旧豊間

根中学校、旧大沢小学校 

別図 ［略］ 

 

修正 

理由 

○町独自の修正（ヘリポート候補地の追記、所要の修正） 
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項 現計画 修正案 

 
 
 

129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

131 
 
 
 
 
 
 

133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 10節 相互応援協力計画 
 

第１ 基本方針 
 (1)～(10) [略] 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２ [略] 
 
第３ 実施要領 
１ 市町村の相互協力 
(1) 大規模災害時における岩手県市町村

相互応援に関する協定 
①～⑤ ［略］ 
 
 
 
 
 

(2)～(3) [略]  
２ 団体等との協力 

[略] 

No. 協定締結先 協定等名 

[略] [略] [略] 

11 日本福祉用具供給協会 [略] 

[略] [略] [略] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３～５ [略] 

第 10節 相互応援協力計画 
 

第１ 基本方針 
(1)～(10) [略] 
(11) 町は、他の地方公共団体に対し、技術
職員の派遣を求める場合においては、復
旧・復興支援技術職員派遣制度の活用も
含めて検討するものとする。 

 (12) 町は、職員を派遣する場合、地域や災
害の特性等を考慮した職員の選定に努め
るものとする。 

 
第２ [略] 
 
第３ 実施要領 
１ 市町村の相互協力 
(1) 大規模災害時における岩手県市町村

相互応援に関する協定 
①～⑤ ［略］ 
⑥ 町は、土木・建築職などの技術職員が
不足している市町村への中長期派遣等
による支援を行うため、技術職員の確
保及び災害時の派遣体制の整備に努め
るものとする。 

(2)～(3) [略]  
２ 団体等との協力 

[略] 

No. 協定締結先 協定等名 

[略] [略] [略] 

11 
社会福祉法人日本福祉

用具供給協会 
[略] 

[略] [略] [略] 

20 
株式会社テルコーポ

レーション 

災害時等における

宿泊施設等の提供

に関する協定 

21 
一般社団法人水産土

木建設技術センター 

漁港等の施設の災

害復旧支援に関す

る協定 

22 
一般社団法人岩手県

産業資源循環協会 

災害時における廃

棄物の処理等に関

する協定 

23 
社会福祉法人山田町

社会福祉協議会 

山田町災害ボラン

ティアセンターの

設置・運営等に関す

る協定 

24 

公益社団法人全国上

下水道コンサルタン

ト協会 

災害時における下

水道施設等の復旧

支援に関する協定 

３～５ [略] 

修正

理由 

〇防災基本計画の修正に伴う修正 

〇県地域防災計画の修正に伴う修正 
〇町独自の修正（協定締結先追加） 
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項 現計画 修正案 

 

 

 

 

 

 

141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12節 防災ボランティア活動計画 

 

第１ [略] 

 

第２ 実施機関（責任者） 

［略］ 

（町本部の担当） 

部 班 担 当 業 務 

長寿福

祉部 
援護班 

１ 防災ボランティアの登録、

要請、受入れに関すること 

２ 各団体等との連絡調整に関

すること 

 

第３ 実施要領 

１ 防災ボランティアに対する協力要請 

(1)～(3) [略]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２～４ ［略］ 

 

 

第 13節 義援物資、義援金の受付・配分計画 

 

第１ [略] 

 

第２ 実施機関（責任者） 

［略］ 

（町本部の担当） 

部 班 担 当 業 務 

財政部 

政策企画部 
物資班 

１ 義援物資の募集、受付

及び配分 

長寿福祉部 援護班 
１ 義援金の募集、受付及

び配分 

 

第３ ［略］ 

第 12節 防災ボランティア活動計画 

 

第１ [略] 

 

第２ 実施機関（責任者） 

［略］ 

（町本部の担当） 

部 班 担 当 業 務 

長寿福

祉部 
総務班 

１ 防災ボランティアの登録、

要請、受入れに関すること 

２ 各団体等との連絡調整に関

すること 

 

第３ 実施要領 

１ 防災ボランティアに対する協力要請 

(1)～(3) [略]  

 (4) 町は、災害発生時における官民連携体

制の強化を図るため、地域防災計画等に

おいて災害ボランティアセンターを運営

する者（町社協）との役割分担等を定める

よう努めるものとする。特に災害ボラン

ティアセンターの設置予定場所について

は、地域防災計画に明記する、相互に協定

を締結する等により、あらかじめ明確化

しておくよう努めるものとする。 

２～４ ［略］１ [略] 

 

 

第 13節 義援物資、義援金の受付・配分計画 

 

第１ [略] 

 

第２ 実施機関（責任者） 

［略］ 

（町本部の担当） 

部 班 担 当 業 務 

財政部 

政策企画部 
物資班 

１ 義援物資の募集、受付

及び配分 

長寿福祉部 総務班 
１ 義援金の募集、受付及

び配分 

 

第３ ［略］ 

修正 

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 

○所要の修正 
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項 現計画 修正案 

 

 

 

 

146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14節 災害救助法の適用計画 

 

第１ [略] 

 

第２ 実施機関（責任者） 

［略］ 

（町本部の担当） 

部 班 担 当 業 務 

総務部 

財政部 

長寿福祉部 

第２庶務班 

財政班 

援護班 

１ 法に基づく事務

全般 

 

第３ ［略］ 

 

第４ 救助の種類、程度、期間等 

災害救助法による救助の種類、程度及び期

間等は、次のとおりである。 

災害救助法施行細則（令和５年１月 27 日岩手県

規則第２号） 

 

 

第 14節 災害救助法の適用計画 

 

第１ [略] 

 

第２ 実施機関（責任者） 

［略］ 

（町本部の担当） 

部 班 担 当 業 務 

総務部 

財政部 

長寿福祉部 

第２庶務班 

財政班 

総務班 

１ 法に基づく事務

全般 

 

第３ ［略］ 

 

第４ 救助の種類、程度、期間等 

 災害救助法による救助の種類、程度及び期

間等は、次のとおりである。 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに

実費弁償の基準」（平成 25 年内閣府告示第 228 号） 

  表は次ページのとおり修正 

 

  

修正 

理由 

○所要の修正 

〇災害救助法の改正に伴う修正 
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【現計画】 

救助の種類 対  象 費用の限度額 期 間 備  考 

避難所の設
置 

災害により現に被害を受

け、又は被害を受けるおそ

れのある者 

（基本額） 
避難所設置費  

１人１日当たり 330円以内 

（加算額） 

冬期 別に定める額を加算 
高齢者等の要配慮者等に供与

する「福祉避難所」を設置した場

合､当該地域における通常の実

費を支出でき､上記を超える額

を加算できる。 

災害発生の日

から７日以内 

１ 費用は、避難所の設置、

維持及び管理のための賃

金職員雇上費、消耗器材

費、建物の使用謝金、器物

の使用謝金、借上費又は購

入費､光熱水費並びに仮設

便所等の設置費を含む。 
２ 避難に当たっての輸送

費は、別途計上 

応急仮設住
宅の供与 

住家が全壊、全焼又は流失

し、居住する住家がない者

であって、自らの資力では

住宅を得ることができない

者 

１ 規格１戸当たり平均 29.7

㎡（９坪）を基準とする。 
２ 限度額 １戸当たり 

5,714,000円以内 
３ 同一敷地内等に概ね 50 戸

以上設置した場合は､集会等

に利用するための施設を設置

できる。(規模､費用は、別に定

めるところによる。) 

災害発生の日

から 20 日以

内着工 

１ 高齢者等であって日常

の生活上特別な配慮を必

要とする複数のものに供

与する「福祉仮設住宅」を

設置できる。 

２ 供与期間 
  建築基準法第 85 条第３

項により特定行政庁の許

可を受けた期限内 

炊き出しそ
の他による
食品の給与 

１ 避難所に避難している者 
２ 住家に被害を受けて炊

事のできない者 
３ 住家に被害を受け、一

時縁故地等へ避難する必

要のある者 

１ １人１日当たり 1,160 円以内 

２ 被災地から縁故先（遠隔地）

等に一時避難する場合３日分

支給可 

災害発生の日

から７日以内 

食品給与のための総経費を

延給食日数で除した金額が

限度額以内であればよい。 

（１食は１/３日） 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

被服、寝具 
その他生活
必需品の給
与又は貸与 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

区 分 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 
６人以上１人

増す毎に加算 

全 壊 
全 焼 
流 失 

夏 
   円 

18,800 

   円 

24,200 

   円 

35,800 

   円 

42,800 

   円 

54,200 

     円 

7,900 

冬 31,200 40,400 56,200 65,700 82,700 11,400 

半 壊 

半 焼 
床上浸水 

夏 6,100 8,300 12,400 15,100 19,000 2,600 

冬 10,000 13,000 18,400 21,900 27,000 3,500 
 

医 療 
医療のみちを失った者 
（応急的処置） 

１ 救護班 

使用した薬剤、治療材料、医療

器具破損等の実費 

２ 病院又は診療所 

国民健康保険診療報酬の額以内 

３ 施術者 

協定料金の額以内 

災害発生の日

から 14 日以

内 
患者等の移送費は、別途計上 

助 産 

災害発生の日以前又は

以後７日以内に分べん

した者であって災害の

ため助産のみちを失っ

た者（出産のみならず、

死産及び流産を含み現

に助産を要する状態に

あるもの） 

１ 救護班等による場合は、使用し

た衛生材料等の実費 
２ 助産師による場合は、慣行料金

の２割引以内の額 

分べんした日

から７日以内 
妊婦等の移送費は、別途計上 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
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被災した住
宅の応急修
理 

１ 住宅が半壊（焼）し、

自らの資力により応

急修理をすることが

できない者 

２ 大規模な補修を行

わなければ居住する

ことが困難である程

度に住家が半壊した

者 

居住、炊事場及び便所等日常生活に

必要最小限度の部分に対し現物を

もって行い、その修理のため支出で

きる費用は、１世帯当たり ア イ

に掲げる世帯以外の世帯 

 595,000円以内 

イ 半壊（焼）に準ずる程度の損傷

により被害を受けた世帯 

   300,000円以内 

災害発生から

１か月以内 
 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

学用品の給
与 

住家の全壊（焼）、流失、

半壊（焼）、又は床上浸水

により学用品を喪失又は

毀損し、就学上、支障のあ

る小学校児童及び中学校

生徒（特別支援学校の小学

部児童及び中学部生徒も

含む｡）及び高等学校等生

徒（高等学校（定時制及び

通信制を含む。）、中等教育

学校の後期課程（定時制及

び通信制を含む。）、特別支

援学校の高等部、高等専門

学校、専修学校及び各種学

校の生徒） 

１ 教科書及び教科書以外の教材

で教育委員会に届出又はその承

認を受けて使用している教材実

費 
２ 文房具費及び通学用品費は１

人当たり 
小学校児童 

 4,500円以内 
中学校生徒 

 4,800円以内 

高等学校等生徒 

 5,200円以内 

災害発生の日

から（教科書）

１か月以内

（文房具及び

通学用品は

15日以内） 

１ 備蓄物資は評価額 

２ 入進学時の場合は個々

の実情に応じて支給する。 

埋 葬 
災害の際死亡した者に

ついて、死体の応急的処

理程度のものを行う者 

１体当たり  
大人（12歳以上） 
215,200円以内 

小人（12歳未満） 
172,000円以内 

災害発生の日

から 10 日以

内 

災害発生の日以前に死亡し

た者であっても対象となる。 

死体の捜索 

現に行方不明の状態に

あり、かつ、災害の状況

から判断して既に死亡

していると推定される

者 

当該地域における通常の実費 
災害発生の日

から 10 日以

内 

１ 輸送費、人件費は、別途

計上 
２ 災害発生後３日を経過

したものは、一応死亡した

者と推定している。 

死体の処理 

災害の際死亡した者に

ついて、死体に関する処

理（埋葬を除く。）をす

る。 

１ 洗浄、消毒等 
１体当たり 3,500円以内 

２ 一時保存 
・既存建物借上費 

通常の実費 
・既存建物以外 

１体当たり 5,400円 
３ 救護班により検案できない場合 

当該地域の慣行料金の額 

災害発生の日

から 10 日以

内 

１ 検索は原則として救護

班 
２ 輸送費、人件費は、別途

計上 

３ 死体の一時保存にドラ

イアイスの購入費等が必

要な場合は、当該地域にお

ける通常の実費を加算で

きる。 

障害物の除
去 

住居又はその周辺に運

ばれた土石、竹木等で日

常生活に著しい支障を

及ぼしている者 

１世帯当たり 137,900円以内 
災害発生の日

から 10 日以

内 
 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
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【修正案】 

救助の種類 対  象 費用の限度額 期 間 備  考 

避難所の設

置 

災害により現に被害を

受け、又は被害を受け

るおそれのある者 

（基本額） 
避難所設置費  

１人１日当たり 350円以内 

（加算額） 

高齢者等の要配慮者等に供与す

る「福祉避難所」を設置した場合､当

該地域における通常の実費を支出

でき､上記を超える額を加算でき

る。 

災害発生の

日から７日

以内 

 費用は、避難所の設置、

維持及び管理のための賃

金職員雇上費、消耗器材

費、建物の使用謝金、器物

の使用謝金、借上費又は購

入費､光熱水費並びに仮設

便所等の設置費を含む。 
 

応急仮設住

宅の供与 

住家が全壊、全焼又は

流失し、居住する住家

がない者であって、自

らの資力では住宅を得

ることができない者 

【建設型応急仮設住宅】 

１ 規格１戸当たり単身用(６坪)、

小家族用（９坪）、大家族用（１２

坪）を基準とする。 
２ 限度額 １戸当たり 

6,775,000円以内 
３ 同一敷地内等に概ね 50 戸以上

設置した場合は､集会等に利用す

るための施設を設置できる。(規

模､費用は、別に定めるところに

よる。) 

災害発生の

日から 20 日

以内着工 

１ 高齢者等であって日常

の生活上特別な配慮を必

要とする複数のものに供

与する「福祉仮設住宅」を

設置できる。 

２ 供与期間 
  完成の日から最長２年 

（建築基準法８５条） 

※ 著しく異常かつ激甚

な災害が発生した場合

は、必要に応じて、１年

を超えない期間ごとの

延長が可能 

【賃貸型応急住宅】 

１ 規模は、世帯の人数に応じて建

設型応急住宅で定める規模に準

じる。 

２ 限度額 

地域の実情に応じた額（実費） 

災害発生の

日から速や

かに提供 

１ 家賃、共益費、敷金、礼

金、仲介手数料又は火災保

険等、民間賃貸住宅の貸主

又は仲介業者との契約に

不可欠なもの 

２ 供与期間 

最長２年 

（建設型応急住宅と同様） 

※ 著しく異常かつ激甚

な災害が発生した場合

は、必要に応じて、１年

を超えない期間ごとの

延長が可能 

炊き出しそ

の他による

食品の給与 

１ 避難所に避難して

いる者 

２ 住家に被害を受け

て炊事のできない者 

 １人１日当たり 1,330 円以内 
災害発生の

日から７日

以内 

費用は、主食費、副食費、燃

料費、炊飯器・鍋等の使用謝

金又は借上費、消耗器材費、

雑費 

（１食は１/３日） 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

被服、寝具 

その他生活

必需品の給

与又は貸与 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

区 分 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 
６人以上１人

増す毎に加算 

全 壊 
全 焼 
流 失 

夏 
   円 

19,200 

   円 

24,600 

   円 

36,500 

   円 

43,600 

   円 

55,200 

     円 

8,000 

冬 31,800 41,100 57,200 66,900 84,300 11,600 

半 壊 

半 焼 
床上浸水 

夏 6,300 8,400 12,600 15,400 19,400 2,700 

冬 10,100 13,200 18,800 22,300 28,100 3,700 
 

医 療 
医療のみちを失った者 
（応急的処置） 

１ 救護班 

使用した薬剤、治療材料、破損

した医療器具当の修繕費等の

実費 

２ 病院又は診療所 

国民健康保険診療報酬の額以内 
３ 施術者 

協定料金の額以内 

災害発生の

日から 14 日

以内 
患者等の移送費は、別途計上 
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助 産 

災害発生の日以前又は

以後７日以内に分べん

した者であって災害の

ため助産のみちを失っ

た者（出産のみならず、

死産及び流産を含み現

に助産を要する状態に

あるもの） 

１ 救護班等による場合は、使用

した衛生材料等の実費 
２ 助産師による場合は、慣行料

金の 100分の 80以内の額 

災害発生の

日から７日

以内 
妊婦等の移送費は、別途計上 

災害にかか
った者の救
出 

１ 現に生命、身体が危

険な状態にある者 
２ 生死不明な状態に

ある者 

舟艇その他救出のための機械、器

具等の借上費又は購入費、修繕費

及び燃料費として当該地域におけ

る通常の実費 

災害発生の

日から３日

以内 

１ 期間内に生死が明らか

にならない場合は、以後

「死体の捜索」として取り

扱う｡ 
２ 輸送費、人件費は、別途

計上 

 
 
 
 
被災した住
宅の応急修
理 

【準半壊以上（相当）】 

災害のため住家が半

壊（焼）又はこれに準ず

る程度の損傷を受け、雨

水の浸入等を放置すれ

ば住家の被害が拡大す

るおそれがある者 

住家の被害の拡大を防止するため

の緊急の修理が必要な部分に対し

て、１世帯当たり５０，０００円以

内 

災害発生の

日から１０

日以内に完

了 

・特別基準の設定はなし 

・１世帯当たり平均ではなく

各世帯ごとの基準額 

・ブルーシート、ロープ、土

のうなど資材費及び建設

業・団体等が行う際の施工

費用の合計 
【大規模半壊・中規模半

壊・半壊】 

１ 住家が半壊（焼）し、

自らの資力により応

急修理をすることが

できない者 

２ 大規模な補修を行わ
なければ居住すること
が困難である程度に住
家が半壊した者 

 

居住、炊事場及び便所等日常生活

に必要最小限度の部分に対して、

１世帯当たり 706,000円以内 

 

災害発生か

ら３ヶ月以

内に完了（国

の災害対策

本部が設置

された災害

においては

６ヶ月以内

に完了） 

１ １世帯当たり平均では

なく各世帯ごとの基準額 

・特別基準の設定はなし 

２ いわゆる大規模半壊 

【準半壊】 

災害のため住家が半

壊（焼）に準ずる程度の

損傷（以下、「準半壊」と

いう。）を受け、自らの資

力では応急修理をする

ことができない者 

居室、炊事場、便所等日常生活に必

要最小限度の部分に対して、１世

帯当たり 343,000円以内 

災害発生の

日から３ヶ

月以内に完

了（国の災害

対策本部が

設置された

災害におい

ては６ヶ月

以内に完了） 

１ 住家の延床面積の 10％以
上 20％未満の損傷を受けた
もの、または、住家の主要な
構成要素の経済的被害（＝
損害割合）が 10％以上 20％
未満のものを指す。 

２ １世帯当たり平均では

なく各世帯ごとの基準額 

・特別基準の設定はなし 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

学用品の給
与 

住家の全壊（焼）、流失、
半壊（焼）、又は床上浸水
により学用品を喪失又は
毀損し、就学上、支障のあ
る小学校児童及び中学校
生徒（特別支援学校の小学
部児童及び中学部生徒も
含む｡）及び高等学校等生
徒（高等学校（定時制及び
通信制を含む。）、中等教育
学校の後期課程（定時制及
び通信制を含む。）、特別支
援学校の高等部、高等専門
学校、専修学校及び各種学
校の生徒）（幼稚園児、専
門学校生、大学生等は対象
外） 

１ 教科書及び教科書以外の教材

で教育委員会に届出又はその承

認を受けて使用している教材実

費 
２ 文房具費及び通学用品費は１

人当たり 
小学校児童 

 5,200円以内 
中学校生徒 

 5,500円以内 

高等学校等生徒 

 6,000円以内 

災害発生の

日から（教科

書、教材）１

か月以内（文

房具及び通

学用品は 15

日以内） 

１ 備蓄物資は評価額 

２ 入進学時の場合は個々

の実情に応じて支給する。 

埋 葬 
災害の際死亡した者を

対象に、実際に埋葬を実

施する者に支給 

１体当たり  
大人（12歳以上） 
226,100円以内 

小人（12歳未満） 
180,800円以内 

災害発生の

日から 10 日

以内 

災害発生の日以前に死亡し

た者であっても対象となる。 
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死体の捜索 

現に行方不明の状態に

あり、かつ、災害の状況

から判断して既に死亡

していると推定される

者 

舟艇その他捜索のための機械、器

具等の借上費又は購入費、修繕費

及び燃料費として当該地域におけ

る通常の実費 

災害発生の

日から 10 日

以内 
 

死体の処理 

災害の際死亡した者に

ついて、死体に関する処

理（埋葬を除く。）をす

る。 

１ 死体の洗浄、縫合、消毒等の処

置 
１体当たり 3,600円以内 

２ 死体の一時保存 
・死体一時収容施設利用時 

通常の実費 
・上記が利用出来ない場合 

１体当たり 5,700円 
３ 救護班により検案できない場合 

当該地域の慣行料金の額 

災害発生の

日から 10 日

以内 

１ 既存施設利用の場合は、

借 

上費。 

既存施設を利用できな

い場合は、賃金職員雇上費

及び輸送費 

２ 救護班の場合は特別の

費用は生じない。それ以外

の場合も、遺族等がいる場

合は当該遺族等が負担。 

障害物の除

去 

半壊（焼）又は床上浸水

した住家であって、住居

又はその周辺に運ばれ

た土石、竹木等で一時的

に居住できない状態に

あり、自力では当該障害

物を除去できない者 

１世帯当たり 140,000円以内 
災害発生の

日から 10 日

以内 

１ 雪害の場合は、屋根に積

もった雪なども放置すれ

ば住家がつぶされるよう

な場合に対象となる。 

２ ロープ、スコップその他

除去のために必要な機械、

器具等の借上費又は購入

費、輸送費及び賃金職員等

雇上費等 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
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項 現計画 修正案 

 

 

 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157 

 

 

 

 

 

 

 

第 15 節 避難・救出計画 

 

第１ 基本方針 

 (1)～(4) ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ ［略］ 

 

第３ 実施要領 

１～４ ［略］  

５ 指定避難所又は福祉避難所の設置、運営

管理 

(1) 指定避難所又は福祉避難所の設置 

①～⑬ ［略］  

 

 

 

 

 

 

 

第 15 節 避難・救出計画 

 

第１ 基本方針 

 (1)～(4) ［略］ 

(5) 町は、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の

様々な主体が地域の実情に応じて実施し

ている状況把握の取組を円滑に行うこと

ができるよう事前に実施主体間の調整を

行うとともに、状況把握が必要な対象者

や優先順位付け、個人情報の利用目的や

共有範囲について、あらかじめ、検討する

よう努めるものとする。  

(6) 町は、在宅避難者等が発生する場合や、

避難所のみで避難者等を受け入れること

が困難となる場合に備えて、あらかじめ、

地域の実情に応じ、在宅避難者等が利用

しやすい場所に在宅避難者等の支援のた

めの拠点を設置すること等、在宅避難者

等の支援方策を検討するよう努めるもの

とする。  

(7) 町は、やむを得ず車中泊により避難生

活を送る避難者が発生する場合に備え

て、あらかじめ、地域の実情に応じ、車中

泊避難を行うためのスペースを設置する

こと等、車中泊避難者の支援方策を検討

するよう努めるものとする。その際、車中

泊を行うに当たっての健康上の留意点等

の広報や車中泊避難者の支援に必要な物

資の備蓄に努めるものとする。 

 

第２ ［略］ 

 

第３ 実施要領 

１～４ ［略］  

５ 指定避難所又は福祉避難所の設置、運営

管理 

(1) 指定避難所又は福祉避難所の設置 

①～⑬ ［略］ 

⑭ 町本部長は、指定緊急避難場所や避

難所に家庭動物と同行避難した被災者

について、適切に受け入れるととも

に、避難所等における家庭動物の受入

状況を含む避難状況等の把握に努める

ものとする。  

 

修正 

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 
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項 現計画 修正案 

 

 

159 

 

 

 

 

 

 

 

 

159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 指定避難所の運営管理 

①～② ［略］ 

③ 町本部長は、指定避難所における新

型コロナウイルス感染症を含む感染症

対策については、県が作成するガイド

ライン等も参考とし、避難者の健康管

理や避難所の衛生管理、十分な避難ス

ペースの確保、適切な避難所レイアウ

ト等の必要な措置を講じるものとす

る。 

④～⑤ ［略］ 

⑥ 町本部長は、指定避難所における正

確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布

清掃等については、避難者、住民、自主

防災組織、指定避難所の運営管理につ

いて専門性を有したＮＰＯ・ボランテ

ィア等の外部支援者等の協力が得られ

るよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦～⑮ ［略］ 

(3)～(4) ［略］ 

６ ［略］ 

７ 指定避難所以外の避難者に対する支援 

(1)  ［略］ 

(2) 指定避難所以外の避難者に対する支援 

①～④ ［略］ 

 

(2) 指定避難所の運営管理 

①～② ［略］ 

③ 町本部長は、指定避難所における感

染症対策については、県が作成するガ

イドライン等も参考とし、避難者の健

康管理や避難所の衛生管理、十分な避

難スペースの確保、適切な避難所レイ

アウト等の必要な措置を講じるものと

する。 

 

④～⑤ ［略］ 

⑥ 町本部長は、指定避難所における正

確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布

清掃等については、避難者、住民、自主

防災組織、指定避難所の運営管理につ

いて専門性を有したＮＰＯ・ボランテ

ィア等の外部支援者等の協力が得られ

るよう努めるとともに、必要に応じ、他

の地方公共団体に対して協力を求める

ものとする。また、町は、指定避難所の

運営に関し、役割分担を明確化し、避難

者に過度の負担がかからないよう配慮

しつつ、避難者が相互に助け合う自治

的な組織が主体的に関与する運営に早

期に移行できるよう、その立ち上げを

支援するものとする。この際、避難生活

支援に関する知見やノウハウを有する

地域の人材に対して協力を求めるな

ど、地域全体で避難者を支えることが

できるよう留意すること。 

 

⑦～⑮ ［略］ 

(3)～(4) ［略］ 

６ ［略］ 

７ 指定避難所以外の避難者に対する支援 

(1)  ［略］ 

(2) 指定避難所以外の避難者に対する支援 

①～④ ［略］ 

  ⑤ 町本部長は、在宅避難者等の支援拠

点が設置された場合は、利用者数、食料

等の必要な物資数等を集約し、必要に

応じ物資の補充等の支援を行うものと

し、被災者支援に係る情報を支援のた

めの拠点の利用者に対しても提供する

ものとする。  

修正

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 

〇岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 
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項 現計画 修正案 

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８～１０ ［略］ 

 

 

第 16 節 医療・保健計画 

 

第１～第２ ［略］( 

 

第３ 実施要領 

 

１ 医療救護の要請 

(1)～(3) [略] 

 

 

 

 

２～６ ［略］ 

 

第４～第８ ［略］ 

 

第９ 愛玩動物の救護対策 

［略］ 

(1)～(4) [略] 

 

 

 

 

 

第１０～第１１ ［略］  

 

 

 

 

  ⑥ 町本部長は、車中泊避難を行うため

のスペースが設置された場合は、車中

泊避難を行うためのスペースの避難者

数、食料等の必要な物資数等を集約し、

必要に応じ物資の補充等の支援を行う

ものとし、被災者支援に係る情報を車

中泊避難を行うためのスペースの避難

者に対しても提供するものとする。こ

の際、車中泊避難の早期解消に向け、必

要な支援の実施等に配慮するよう努め

るものとする。 

８～１０ ［略］ 

 

 

第 16 節 医療・保健計画 

 

第１～第２ ［略］  

 

第３ 実施要領 

 

１ 医療救護の要請 

(1)～(3) [略] 

 (4) 町本部長は、避難所等における衛生環

境を維持するため、必要に応じ、災害時感

染制御支援チーム（ＤＩＣＴ）等の派遣を

迅速に要請するものとする。  

２～６ ［略］ 

 

第４～第８ ［略］ 

 

第９ 愛玩動物の救護対策 

  ［略］ 

 (1)～(4) [略] 

 (5) 町は、飼い主等からの飼養動物の一時

預かり要望への対応について、獣医師会

等と連携し必要な措置を講ずるものとす

る。 

 

第１０～第１１ ［略］ 

 

 

 

 

修正

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 
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項 現計画 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199 

 

 

 

 

 

 

第 20 節 応急仮設住宅等の供与及び応急修

理計画 

 

第１～第２ ［略］  

 

第３ 実施要領 

１ 応急仮設住宅の供与 

(1)～(2) [略] 

(3) 建設場所の選定 

 ①～④ [略]  

⑤ 町では現在、次に掲げる場所を応急

仮設住宅建設候補地としている。 

農村婦人の家

グラウンド 

ちびっこ公

園 

船越家族旅行

村多目的広場 

関口農業担い

手センター 

わんぱく公

園 

船越家族旅行

村芝生広場 

関口児童のや

かた園庭 

やまびこ公

園 

大浦漁村セン

ター 

※状況に応じて、町立学校の校庭も候補

地とする。 

 (4)～(6) [略] 

２～６ [略] 

 

 

 

第 22 節 廃棄物処理・障害物除去計画 

 

第１～第２ ［略］ 

 

第３ 実施要領 

１ ［略］ 

２ し尿処理 

(1) [略]  

(2) し尿処理用資機材確保 

① 町本部長は、あらかじめ地域内のし

尿処理業者、リース業者等と応援協定

を締結するなど、仮設トイレ、簡易トイ

レ、バキュームカー等のし尿処理用資

機材の確保を図る。 

 

②～③ ［略］ 

３～５ ［略］ 

 

 

第 20 節 応急仮設住宅等の供与及び応急修

理計画 

 

第１～第２ ［略］  

 

第３ 実施要領 

１ 応急仮設住宅の供与 

(1)～(2) [略] 

(3) 建設場所の選定 

 ①～④ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)～(6) [略] 

２～６ [略] 

 

 

 

第 22 節 廃棄物処理・障害物除去計画 

 

第１～第２ ［略］ 

 

第３ 実施要領 

１ ［略］ 

２ し尿処理 

 (1) [略] 

(2) し尿処理用資機材の確保 

① 町本部長は、あらかじめ地域内のし

尿処理業者、リース業者等と応援協定

を締結するなど、仮設トイレ、簡易トイ

レ、トイレカー、トイレトレーラー、バ

キュームカー等のし尿処理用資機材の

確保を図る。 

②～③ ［略］ 

３～５ ［略］ 

 

 

 

修正 

理由 

○町独自の修正（資料編に整理） 

〇防災基本計画の修正に伴う修正 
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項 現計画 修正案 

 

 

 

214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 27 節 ライフライン施設応急対策計画 

 

第１ 基本方針 

(1)～(3) [略]  

 

 

 

 

 

 

第２ ［略］  

 

第３ 実施要領 

１～４ ［略］ 

５ 電気通信施設 

(1)～(3) [略]  

(4) 災害広報 

電気通信事業者は、通信が途絶し、又

は利用制限を行った場合においては、利

用者に対し、トーキー装置による案内、

広報車、ラジオ、テレビ、窓口掲示等の

方法により、応急復旧措置、復旧見込時

期等の周知を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) [略]  

第 27 節 ライフライン施設応急対策計画 

 

第１ 基本方針 

 (1)～(3) ［略］ 

(4) 道路管理者及び上下水道、電力、通信

等のインフラ事業者は、道路と生活イン

フラの連携した復旧が行えるよう、関係

機関との連携体制の整備・強化を図るも

のとする。  

 

第２ ［略］  

 

第３ 実施要領 

１～４ ［略］ 

５ 電気通信施設 

 (1)～(3) ［略］ 

(4) 災害広報 

① 電気通信事業者は、通信が途絶し、

又は利用制限を行った場合において

は、利用者に対し、トーキー装置によ

る案内、広報車、ラジオ、テレビ、窓

口掲示等の方法により、応急復旧措

置、復旧見込時期等の周知を図る。 

  ② 電気通信事業者は、速やかに通信障害

の状況やその原因、通信施設の被害、復

旧の状況や見通し、代替的に利用可能な

通信手段等について、関係機関及び町民

に対してわかりやすく情報提供（ホーム

ページのトップページへの掲載、地図に

よる障害エリアの表示等）するととも

に、国は、通信施設の早期復旧のため、

主導的に関係機関との調整を行うもの

とする。 

 (5) ［略］ 

修正 

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 
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項 現計画 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 生活の安定確保計画 

 

第１ ［略］ 

 

第２～第４ ［略］  

 

第５ り災者の恒久的生活の確保 

【都市計画課、税務課、長寿福祉課】 

［略］ 

１ ［略］ 

２ 被災者生活再建支援制度の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)～(7) [略] 

３～４ ［略］ 

 

第２節 生活の安定確保計画 

 

第１ ［略］ 

 

第２～第４ ［略］  

 

第５ り災者の恒久的生活の確保 

【都市計画課、税務課、長寿福祉課】 

［略］ 

１ ［略］ 

２ 被災者生活再建支援制度の活用 

(1)町は、被災者が自らに適した支援制度

を活用して生活再建に取り組むことがで

きるよう、災害ケースマネジメントの実

施等により、見守り・相談の機会や被災

者台帳等を活用したきめ細やかな支援を

行うとともに、被災者が容易に支援制度

を知ることができる環境の整備に努める

ものとする。 

(2)～(8)  

３～４ ［略］  

 

 

修正 

理由 

○岩手県県地域防災計画の修正に伴う修正 
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項 現計画 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14節 風水害予防計画 

 

第１ ［略］  

 

第２ 風水害に強いまちづくり 

【建設課、都市計画課、水産商工課、農林
課、消防防災課】 

(1)～(4) [略]  

 

 

 

 

 

 

 

(5) 町は、盛土による災害防止に向けた総

点検等を踏まえ、危険が確認された盛土

について、宅地造成及び特定盛土等規制

法などの各法令に基づき、速やかに撤去

命令等の是正指導を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

(6)  [略] 

 

第３～第４ ［略］ 

 

 

第 16 節 土砂災害予防計画 

 

第１ ［略］  

 

第２ 土砂災害発生危険箇所の現況 

【農林課、建設課、総務課】 
土砂災害発生危険箇所の現況は、次のと

おりである。 

種  別 
危険箇

所数 
備  考 

土石流危険渓

流 

189 箇

所  

全 189 箇所を土砂災

害警戒区域指定 

山地災害危険

地区 

67 箇

所  

地すべり危険地区を

除く 

急傾斜地崩壊

危険箇所 

183 箇

所  

全 183 箇所を土砂災

害警戒区域指定 

 

第３～第４ ［略］ 

第 14節 風水害予防計画 

 

第 1 ［略］ 

 

第２ 風水害に強いまちづくり 

【建設課、都市計画課、水産商工課、農林
課、消防防災課】 

(1)～(4) ［略］ 

(5) 町は、アンダーパス部等の道路の冠水

を防止するため、排水施設及び排水設備

の補修等を推進する。また、渡河部の道路

橋や河川に隣接する道路の流失により、

被災地の孤立が長期化しないよう、洗掘

防止や橋梁の架け替え等の対策を推進す

るものとする。  

(6) 町は、宅地造成及び特定盛土等規制法

に基づく町内の既存盛土等に関する調査

等を実施し、必要に応じ、把握した盛土等

について安全性把握のための詳細調査や

経過観察等を行うものとする。また、これ

らを踏まえ、危険が確認された盛土等に

ついて、宅地造成及び特定盛土等規制法

などの各法令に基づき、速やかに監督処

分や撤去命令等の行政処分等の盛土等に

伴う災害を防止するために必要な措置を

行うものとする。 

(7)  [略] 

 

第３～第４ ［略］ 

 

 

第 16 節 土砂災害予防計画 

 

第１ ［略］  

 

第２ 土砂災害発生危険箇所の現況 

【農林課、建設課、総務課】 
土砂災害発生危険箇所の現況は、次のと

おりである。 

種  別 
危険箇

所数 
備  考 

土砂災害警戒

区域（土石流） 

189 箇

所  

うち特別警戒区域

172 箇所 

山地災害危険

地区 

67 箇

所  

地すべり危険地区を

除く 

土砂災害警戒

区域（急傾斜） 

183 箇

所  

うち特別警戒区域

183 箇所 

 

第３～第４ ［略］ 

修正 

理由 

○防災基本計画の修正に伴う修正 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 
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項 現計画 修正案 

 

 

254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 土砂災害警戒情報の発表 

【総務課、消防防災課】 

１ 目的及び発表機関 

大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険

を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかし

くない状況となったときに、町長が避難指

示を発令する際の判断や町民の自主避難の

参考となるよう、県と盛岡地方気象台が共

同で発表する。町内で危険度が高まってい

る詳細な領域は土砂キキクル（大雨警報（土

砂災害）の危険度分布）で確認することがで

きる。危険な場所からの避難が必要とされ

る警戒レベル４に相当。 

２～５ ［略］ 発表対象地域 

６ ［略］ 

土砂災害警戒情報の補足情報 

危険度 表示 状況及び行動の目安 

災害切迫 

【警戒レベ

ル５相当】 

黒 

災害がすでに発生してい

る可能性が高い状況 

 

危険 

【警戒レベ

ル４相当】 

紫 

２時間先までに土砂災害

警戒情報の基準に到達す

ると予想 

（避難指示の検討が必要

な状況） 

警戒 

【警戒レベ

ル３相当】 

赤 

２時間先までに警報基準

に到達すると予想 

（高齢者等避難の検討が

必要な状況） 

注意 

【警戒レベ

ル２相当】 

黄 

２時間先までに注意報基

準に到達すると予想 

今後の情報

等に留意 
白 

 

※ 警戒避難判定参考情報として、危険度を

１km メッシュごとに色分けした地図情報

を市町村に提供する。 

 

第６～第７ ［略］ 

 

第５ 土砂災害警戒情報の発表 

【総務課、消防防災課】 

１ 目的及び発表機関 

大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険

を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかし

くない状況となったときに、町長が避難指

示を発令する際の判断や町民の自主避難の

参考となるよう、県と盛岡地方気象台が共

同で発表する。町内で危険度が高まってい

る詳細な領域は土砂キキクル（大雨警報（土

砂災害）の危険度分布）で確認することがで

きる。危険な場所から避難する必要がある

とされる警戒レベル４に相当。 

２～５ ［略］  

６ ［略］ 

土砂災害危険度情報 

危険度 表示 状況及び行動の目安 

災害切迫 

【警戒レベ

ル５相当】 

黒 

大雨特別警報（土砂災

害）の指標に用いる基準

に実況で到達 

危険 

【警戒レベ

ル４相当】 

紫 

２時間先までに土砂災害

警戒情報の基準に到達す

ると予想 

 

 

警戒 

【警戒レベ

ル３相当】 

赤 

２時間先までに警報基準

に到達すると予想 

 

 

注意 

【警戒レベ

ル２相当】 

黄 

２時間先までに注意報基

準に到達すると予想 

今後の情報

等に留意 
白 

 

※ 警戒避難判定参考情報として、危険度を

１km メッシュごとに色分けした地図情報

を市町村に提供する。 

 

第６～第７ ［略］ 

 

修正 

理由 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 
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項 現計画 修正案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３節 気象予報・警報等の伝達計画 
 

第１～第２ ［略］  
 
第３ 実施要領 
１ 気象予報・警報等の種類及び伝達 
(1) ［略］ 
① 気象業務法に基づくもの 
 ア ［略］ 
イ 情報の種類と内容 

種 類 内  容 

［略］ ［略］ 

岩手県気

象情報 

気象の予報等について、特別警

報・警報・注意報に先立って注意を

喚起する場合や、特別警報・警報・

注意報が発表された後の経過や予

想、防災上の留意点を解説する場合

等に発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記録的短

時間大雨

情報 

大雨警報発表中に数年に一度程

度しか発生しないような猛烈な雨

（１時間降水量）が観測（地上の雨

量計による観測）又は解析（気象レ

ーダーと地上の雨量計を組み合わ

せた分析）され、かつ、キキクル（危

険度分布）の「危険」（紫）が出現

している場合に、気象庁が発表す

る。この情報が発表されときは、土

砂災害及び、低地の浸水や中小河川

の増水・氾濫による災害発生につな

がるような猛烈な雨が降っている

状況であり、実際に災害発生の危険

度が高まっている場所をキキクル

で確認する必要がある。 
 

第３節 気象予報・警報等の伝達計画 
 

第１～第２ ［略］  
 
第３ 実施要領 
１ 気象予報・警報等の種類及び伝達 
 (1) ［略］ 

① 気象業務法に基づくもの 
 ア ［略］ 
イ 情報の種類と内容 

種 類 内  容 

［略］ ［略］ 

岩手県気

象情報 

気象の予報等について、特別警

報・警報・注意報に先立って注意を

喚起する場合や、特別警報・警報・

注意報が発表された後の経過や予

想、防災上の留意点を解説する場合

等に発表する。 

大雨特別警報が発表されたとき

には、その内容を補足する「記録的

な大雨に関する岩手県気象情報」が

速やかに発表される。 

大雨による災害発生の危険度が

急激に高まっている中で、線状降水

帯により非常に激しい雨が同じ場

所で降り続いているときには、「線

状降水帯」というキーワードを使っ

て解説する「顕著な大雨に関する岩

手県気象情報が発表される。 

大雨・洪水警報や土砂災害警戒情

報等で警戒を呼びかける中で、重大

な災害が差し迫っている場合に一

層の警戒を呼びかけるなど、気象台

が持つ危機感を端的に伝えるため、

本文を記述せず、見出し文のみの岩

手県気象情報が発表される場合が

ある。 

記録的短

時間大雨

情報 

大雨警報発表中に数年に一度程

度しか発生しないような猛烈な雨

（１時間降水量）が観測（地上の雨

量計による観測）又は解析（気象レ

ーダーと地上の雨量計を組み合わ

せた分析）され、かつ、キキクル（危

険度分布）の「危険」（紫）が出現

している場合に、気象庁が発表す

る。この情報が発表されときは、土

砂災害及び、低い土地の浸水や中小

河川の増水・氾濫による災害発生に

つながるような猛烈な雨が降って

いる状況であり、実際に災害発生の

危険度が高まっている場所をキキ

クルで確認する必要がある。 
 

修正 

理由 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 
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項 現計画 修正案 

 

260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂災害

警戒情報 

（ 備 考

１） 

大雨警報（土砂災害）発表後、命

に危険を及ぼす土砂災害がいつ発

生してもおかしくない状況となっ

たときに、市町村長の避難指示の発

令判断や住民の自主避難の判断を

支援するため、対象となる市町村を

特定して警戒を呼びかける情報で、

県と盛岡地方気象台が共同で発表

する。市町村内で危険度が高まって

いる詳細な領域は土砂キキクル（大

雨警報(土砂災害)）の危険度分布）

で確認することができる。 

危険な場所からの避難が必要と

される警戒レベル４に相当。 

竜巻注意

情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウ

ンバースト等による激しい突風に

対して注意を呼びかける気象情報

で、竜巻等の激しい突風の発生しや

すい気象状況になっている時に、内

陸、沿岸北部、沿岸南部単位で気象

庁が発表する。なお、実際に危険度

が高まっている場所については竜

巻発生確度ナウキャストで確認す

ることができる。また、竜巻の目撃

情報が得られた場合には、目撃情報

があった地域を示し、その周辺で更

なる竜巻等の激しい突風が発生す

るおそれが非常に高まっている旨

を付加した情報を内陸、沿岸北部、

沿岸南部単位で発表する。この情報

の有効期間は、発表から概ね 1 時間

である。 

注）備考１ 大きな地震等が発生し、土砂災

害などの二次災害が発生しやす

いと認められる場合は、基準を暫

定的に引き下げて運用すること

がある。 

 

 

土砂災害

警戒情報 

 

大雨警報（土砂災害）発表後、命

に危険を及ぼす土砂災害がいつ発

生してもおかしくない状況となっ

たときに、市町村長の避難指示の発

令判断や住民の自主避難の判断を

支援するため、対象となる市町村を

特定して警戒を呼びかける情報で、

県と盛岡地方気象台が共同で発表

する。市町村内で危険度が高まって

いる詳細な領域は土砂キキクル（大

雨警報(土砂災害)）の危険度分布）

で確認することができる。 

危険な場所から避難が必要とさ

れる警戒レベル４に相当。 

竜巻注意

情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウ

ンバースト等による激しい突風に

対して注意を呼びかける気象情報

で、竜巻等の激しい突風の発生しや

すい気象状況になっているときに、

内陸、沿岸北部、沿岸南部単位で気

象庁が発表する。なお、実際に危険

度が高まっている場所については

竜巻発生確度ナウキャストで確認

することができる。また、竜巻の目

撃情報が得られた場合には、目撃情

報があった地域を示し、その周辺で

更なる竜巻等の激しい突風が発生

するおそれが非常に高まっている

旨を付加した情報を内陸、沿岸北

部、沿岸南部単位で発表する。この

情報の有効期間は、発表から概ね 1

時間である。 

注）備考１ 土砂災害警戒情報は、大きな地

震等が発生し、土砂災害などの

二次災害が発生しやすいと認め

られる場合は、基準を暫定的に

引き下げて運用することがあ

る。 

 

 

修正 

理由 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 

〇所要の修正 

 



本編 第３編 風水害対策編 第２章 災害応急対策計画 

- 40 - 

 

  

項 現計画 修正案 
 

261 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ 注意報の種類と発表基準   
種 類 発 表 基 準 

気
象
注
意
報 

［略］ ［略］ 

融雪注 
意報 

融雪により浸水、土砂災害等
の災害が発生するおそれがあ
ると予想される場合 

高潮注意報 

台風や低気圧等による海面
の異常な上昇が予想され、次の
条件に該当する場合 
高潮警報に切り替える可能

性に言及されていない場合は、
ハザードマップによる災害リ
スクの再確認等、避難に備え自
らの避難行動の確認が必要と
される警戒レベル２ 
高潮警報に切り替える可能

性が高い旨に言及されている
場合は、高齢者等は危険な場所
からの避難が必要とされる警
戒レベル３に相当 
(1) 潮位が 0.9ｍ以上と予想さ
れる場合 

［略］ ［略］ 

洪水注意報 
（備考５） 

河川の上流域での降雨や融雪
等により河川が増水し、災害が
発生するおそれがあると予想さ
れ、次の条件に該当する場合 
ハザードマップによる災害

リスクの再確認等、避難に備え
自らの避難行動の確認が必要
とされる警戒レベル２ 
(1) 流域雨量指数基準が津軽
石川流域 19.3以上、豊間根川
流域 11.4 以上、関口川流域
7.5 以上、織笠川流域 11 以上
の場合 

(2) 複合基準（表面雨量指数と流
域雨量指数の組み合わせ）が津
軽石川流域（6, 15.4）以上、関
口川流域（5,7.5）以上、織笠川
流域（5, 11）以上の場合 

地面現象注
意報 
（備考３） 

大雨、大雪等による山崩れ、
地すべり等により災害が発生
するおそれがあると予想され
る場合 

［略］ ［略］ 

注） 備考１～備考２ ［略］ 
  備考３ 地面現象注意報及び浸水注意

報は、その注意報事項を気象
注意報に含めて行い、この注
意報の標題は用いない。 

備考４～備考５ ［略］ 

ウ 注意報の種類と発表基準   
種 類 発 表 基 準 

気
象
注
意
報 

［略］ ［略］ 

融雪注 
意報 

融雪により浸水害、土砂災害
等の災害が発生するおそれが
あると予想される場合 

高潮注意報 

台風や低気圧等による海面
の異常な上昇が予想され、次の
条件に該当する場合 
高潮警報に切り替える可能

性に言及されていない場合は、
ハザードマップによる災害リ
スクの再確認等、避難に備え自
らの避難行動の確認が必要と
される警戒レベル２である。 
高潮警報に切り替える可能

性が高い旨に言及されている
場合は、高齢者等は危険な場所
から避難する必要がある警戒
レベル３に相当。 
(1) 潮位が 0.9ｍ以上と予想さ
れる場合 

［略］ ［略］ 

洪水注意報 
（備考５） 

上流域での降雨や融雪等に
よる河川の増水により、災害が
発生するおそれがあると予想
され、次の条件に該当する場合 
ハザードマップによる災害

リスクの再確認等、避難に備え
自らの避難行動の確認が必要
とされる警戒レベル２ 
(1) 流域雨量指数基準が津軽
石川流域 19.3 以上、豊間根
川流域 11.4 以上、関口川流
域 7.5 以上、織笠川流域 11
以上の場合 

(2) 複合基準（表面雨量指数と
流域雨量指数の組み合わせ）
が津軽石川流域（6, 15.4）以
上、関口川流域（5,7.5）以上、
織笠川流域（5, 11）以上の
場合 

土砂崩れ注
意報 
（備考３） 

大雨、大雪等による土砂崩れ
により災害が発生するおそれ
があると予想される場合 

［略］ ［略］ 

注） 備考１～備考２ ［略］ 
  備考３ 土砂崩れ注意報及び浸水注意

報は、その注意報事項を気象
注意報に含めて行い、この注
意報の標題は用いない。 

備考４～備考５ ［略］  

修正 

理由 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 
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264 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エ 警報の種類と発表基準 
種 類 発 表 基 準 

気
象
警
報 

［略］ ［略］ 

大雨警報 
(備考２) 
(備考７) 

大雨により重大な災害が発
生するおそれがあると予想さ
れ、次の条件に該当する場合 
大雨警報(土砂災害)は、高

齢者等は危険な場所からの避
難が必要とされる警戒レベル
３に相当 
(1) 表面雨量指数基準が 10以
上と予想される場合（大雨警
報（浸水害）） 
(2) 土壌雨量指数基準が 133以
上と予想される場合（大雨警報
（土砂災害）） 

［略］ ［略］ 

高潮警報 

台風や低気圧等による海面
の異常な上昇により重大な災
害が発生するおそれがあると
予想され、次の条件に該当す
る場合 
危険な場所からの避難が必

要とされる警戒レベル４に相
当 
(1) 潮位が 1.2ｍ以上と予想
される場合 

［略］ ［略］ 

洪水警報 
（備考３） 
（備考７） 

河川の上流域での降雨や融
雪等により河川が増水し、重
大な災害が発生するおそれが
あると予想され、次の条件に
該当する場合 
高齢者等は危険な場所から

の避難が必要とされる警戒レ
ベル３に相当 
(1)～(2) [略] 

地面現象警報 
（備考４） 

大雨、大雪等による山崩れ、
地すべり等により重大な災害
が発生するおそれがあると予
想される場合 

［略］ ［略］ 

注）備考１～備考３ ［略］ 
備考４ 地面現象警報及び浸水警報

は、その警報事項を気象警報に
含めて行い、この警報の標題は
用いない。 

 
備考５ ［略］ 
備考６ 警報の危険度分布等の概要は

次のとおりである。 
備考７ ［略］ 

エ 警報の種類と発表基準 
種 類 発 表 基 準 

気
象
警
報 

［略］ ［略］ 

大雨警報 
(備考２) 
(備考７) 

大雨により重大な災害が発
生するおそれがあると予想さ
れ、次の条件に該当する場合 
大雨警報(土砂災害)は、高

齢者等が危険な場所から避難
する必要があるとされる警戒
レベル３に相当。 
(1) 表面雨量指数基準が 10
以上と予想される場合（大雨
警報（浸水害）） 
(2) 土壌雨量指数基準が133以
上と予想される場合（大雨警報
（土砂災害）） 

［略］ ［略］ 

高潮警報 

台風や低気圧等による海面
の異常な上昇により重大な災
害が発生するおそれがあると
予想され、次の条件に該当す
る場合 
危険な場所から避難する必

要があるとされる警戒レベル
４に相当 
(1) 潮位が 1.2ｍ以上と予想
される場合 

［略］ ［略］ 

洪水警報 
（備考３） 
（備考７） 

上流域での降雨や融雪等に
よる河川の増水により、重大
な災害が発生するおそれがあ
ると予想され、次の条件に該
当する場合 
高齢者等が危険な場所から

避難する必要があるとされる
警戒レベル３に相当 
(1)～(2) [略] 

土砂崩れ警報 
（備考４） 

大雨、大雪等による土砂崩
れにより重大な災害が発生す
るおそれがあると予想される
場合 

［略］ ［略］ 

注）備考１～備考３ ［略］     
備考４ 土砂崩れ警報はその警報事項

を気象警報に、浸水警報はその
警報事項を気象警報又は気象特
別警報に含めて行い、この警報
の標題は用いない。 

備考５ ［略］ 
備考６ キキクル（危険度分布等） 
 
備考７ ［略］ 

修正 

理由 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 
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264 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

種 類 概 要 

土 砂 キ

キ ク ル

（ 大 雨

警報（土

砂災害）

の 危 険

度分布） 

［略］ 

(1) 「災害切迫」（黒）：命の危険が

あり直ちに安全確保が必要とされ

る警戒レベル５に相当 

(2) 「危険」（紫）：危険な場所から

の避難が必要とされる警戒レベル

４に相当 

(3) 「警戒」(赤)：高齢者等は危険

な場所からの避難が必要とされる

警戒レベル３に相当 

 

(4) 「注意」(黄)： ［略］ 

浸 水 キ

キ ク ル

（ 大 雨

警報（浸

水害）の

危 険 度

分布） 

［略］ 

(1) 「災害切迫」（黒）：命の危険が

あり直ちに安全確保が必要とされ

る警戒レベル５に相当 

洪 水 キ

キ ク ル

（ 洪 水

警 報 の

危 険 度

分布） 

［略］ 

(1) 「災害切迫」（黒）：命の危険が

あり直ちに安全確保が必要とされ

る警戒レベル５に相当 

 

(2) 「危険」(紫)：危険な場所から

の避難が必要とされる警戒レベル

４に相当 

(3) 「警戒」(赤)：高齢者等は危険

な場所からの避難が必要とされる

警戒レベル３に相当 

(4) 「注意」(黄)： ［略］ 

流 域 雨

量 指 数

の 予 測

値 

指定河川洪水予報の発表対象では

ない中小河川（水位周知河川及びそ

の他河川）の、上流域での降雨によ

る、下流の対象地点の洪水危険度の

高まりの予測を、洪水警報等の基準

への到達状況に応じて危険度を色分

けした時系列で示す情報。６時間先

までの雨量分布の予測（降水短時間

予報等）を常時 10 分ごとに更新して

いる。 

水防団待機水位（又は氾濫注意水

位）を越え、かつ、流域雨量指数の予

測値が警報基準に達する場合は「高

齢者等避難」、氾濫注意水位（又は避

難判断水位）を越え、かつ、流域雨量

指数の予測値が警報基準を大きく超

過する場合は「避難指示」を発令す

ることが基本となる。 
 

 

種 類 概 要 

土 砂 キ

キ ク ル

（ 大 雨

警報（土

砂災害）

の 危 険

度分布） 

［略］ 

(1) 「災害切迫」（黒）：命の危険が

あり直ちに身の安全を確保する必

要があるとされる警戒レベル５に

相当。 

(2) 「危険」（紫）：危険な場所から

避難する必要があるとされる警戒

レベル４に相当。 

(3) 「警戒」(赤)：高齢者等が危険

な場所から避難する必要があると

される警戒レベル３に相当。 

(4) 「注意」(黄)： ［略］ 

浸 水 キ

キ ク ル

（ 大 雨

警報（浸

水害）の

危 険 度

分布） 

［略］ 

(1) 「災害切迫」（黒）：命の危険が

あり直ちに身の安全を確保する必

要があるとされる警戒レベル５に

相当。 

洪 水 キ

キ ク ル

（ 洪 水

警 報 の

危 険 度

分布） 

［略］ 

(1) 「災害切迫」（黒）：命の危険が

あり直ちに身の安全を確保する必

要があるとされる警戒レベル５に

相当。 

(2) 「危険」(紫)：危険な場所から

避難する必要があるとされる警戒

レベル４に相当。 

(3) 「警戒」(赤)：高齢者等が危険

な場所から避難する必要があると

される警戒レベル３に相当。 

(4) 「注意」(黄)： ［略］ 

流 域 雨

量 指 数

の 予 測

値 

各河川の、上流域での降雨による、

下流の対象地点の洪水危険度（大河

川においては、その支川や下水道の

氾濫等の「湛水型内水氾濫」の危険

度）の高まりの予測を、洪水警報等

の基準への到達状況に応じて危険度

を色分けした時系列で示す情報。流

域内における雨量分布の実況と６時

間先までの予測（解析雨量及び降水

短時間予報等）を用いて常時 10 分ご

とに更新している。 
 

修正 

理由 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 
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265 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オ 特別警報の種類と発表基準 
種 類 発 表 基 準 

気
象
特
別
警
報 

暴風特別

警報 

暴風が特に異常であるため

重大な災害が発生するおそれ

が著しく大きいと予想され、次

の条件に該当する場合 

(1) 数十年に一度の強度の台

風や同程度の温帯低気圧に

より暴風が吹くと予想され

る場合 

暴風雪特

別警報 

(備考１) 

雪を伴う暴風が特に異常で

あるため重大な災害が発生す

るおそれが著しく大きいと予

想され、次の条件に該当する場合 

(1) 数十年に一度の強度の台

風と同程度の温帯低気圧に

より雪を伴う暴風が吹くと

予想される場合 

大雨特別

警報 

(備考２) 

大雨が特に異常であるため

重大な災害が発生するおそれ

が著しく大きいと予想され、次

の条件に該当する場合 

(1) 台風や集中豪雨により数

十年に一度の降雨量となる

大雨が予想される場合 

 災害が発生又は切迫し

ている状況であり、命の危

険が迫っているため直ちに

身の安全を確保する必要が

あることを示す警戒レベル

５に相当 

大雪特別

警報 

大雪が特に異常であるため

重大な災害が発生するおそれ

が著しく大きいと予想され、次

の条件に該当する場合 

(1) 数十年に一度の降雪量と

なる大雪が予想される場合 

高潮特別警報 

風や低気圧等による海面の

上昇が特に異常であるため重

大な災害が発生するおそれが

著しく大きいと予想され、次の

条件に該当する場合 

(1) 数十年に一度の強度の台

風や同程度の温帯低気圧に

より高潮になると予想され

る場合 

 危険な場所からの避難が必

要とされる警戒レベル４に

相当 
 

オ 特別警報の種類と発表基準 
種 類 発 表 基 準 

気
象
特
別
警
報 

暴風特別

警報 

暴風が特に異常であるため

重大な災害が発生するおそれ

が著しく大きいと予想された

ときに発表する。 

 

 

 

 

暴風雪特

別警報 

(備考１) 

雪を伴う暴風が特に異常で

あるため重大な災害が発生す

るおそれが著しく大きいと予

想されたときに発表する。 

 

 

 

 

大雨特別

警報 

(備考２) 

大雨が特に異常であるため

重大な災害が発生するおそれ

が著しく大きいと予想され、

次の条件に該当する場合 

(1) 台風や集中豪雨により数

十年に一度の降雨量となる

大雨が予想される場合 

 災害が発生又は切迫

している状況で、命の危険

があり直ちに身の安全を

確保する必要があること

を示す警戒レベル５に相

当。 

大雪特別

警報 

大雪が特に異常であるため

重大な災害が発生するおそれ

が著しく大きいと予想された

ときに発表する。 

 

 

高潮特別警報 

風や低気圧等による海面の

上昇が特に異常であるため重

大な災害が発生するおそれが

著しく大きいと予想されたと

きに発表する。危険な場所か

ら避難する必要があるとされ

る警戒レベル４に相当。 

 

 

 

 

 
 

修正 

理由 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 
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項 現計画 修正案 
 

266 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

271 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

波浪特別警報 

高い波が特に異常であるた
め重大な災害が発生するおそ
れが著しく大きいと予想され、
次の条件に該当する場合 
(1) 数十年に一度の強度の台
風や同程度の温帯低気圧に
より高波になると予想され
る場合 

地面現象特別
警報  
(備考３) 

大雨等による山崩れ、地すべ
り等により重大な災害が発生
するおそれが著しく大きいと
予想され、次の条件に該当する
場合 
(1) 台風や集中豪雨により数
十年に一度の降雨量となる
大雨が予想される場合 

注）備考１～備考２ ［略］ 
備考３ 地面現象特別警報は、「大雨特

別警報（土砂災害）」として発表
される。浸水警報の警報事項を
含めて行われる気象特別警報
は、「大雨特別警報（浸水害）」と
して発表される。 

備考４ ［略］ 
カ ［略］  

  ②～④ ［略］ 
(2)～(3) [略] 
(4) 町の措置 

  ①～⑥ [略] 
主な町の官公署及び団体の連絡先 

担 当 
官公署及
び団体 

電話 
番号 

担 当 
官公署及
び団体 

電話 
番号 

総務部 
豊間根郵
便局 

86-
1315 

健康 子
ども部 

豊間根保
育園 

86-
2745 

［略］ ［略］ [略] ［略］ ［略］ [略] 

 
 

  
消防防
災部 

第２分団 
84-

3961 

［略］ ［略］ [略] ［略］ ［略］ [略] 

長寿福
祉部 

小規模多機能セン
ターやすらぎ 

84-
3955 

消防防
災部 

第５分団 
82-

5203 

長寿福
祉部 

平安荘デイサービ
スセンター 

84-
2253 

消防防
災部 

第９分団 
82-

5323 

［略］ ［略］ [略] ［略］ ［略］ [略] 

 
 

  
消防防
災部 

第 11 分団 
86-

2399 

   
生涯学
習部 

県立陸中海岸
青少年の家 

84-
3311 

   
学校教
育部 

県立山田
高等学校 

82-
2637 

 
 

  
   

２ ［略］ 
 別図１～別図４ ［略］ 

 

波浪特別警報 

高い波が特に異常であるた
め重大な災害が発生するおそ
れが著しく大きいと予想され
たときに発表する。 
 
 
 
 

土砂崩れ特別
警報  
(備考３) 

大雨等による山崩れ、地す
べり等により重大な災害が発
生するおそれが著しく大きい
と予想されたときに発表す
る。 
 
 
 

注）備考１～備考２ ［略］ 
備考３ 土砂崩れ特別警報は、「大雨特

別警報（土砂災害）」として発表
する。浸水警報の警報事項を含
めて行う気象特別警報は、「大雨
特別警報（浸水害）」として発表
する。 

備考４ ［略］ 
   カ ［略］ 
  ②～④ ［略］ 
(2)～(3) [略] 
(4) 町の措置 

  ①～⑥ [略] 
主な町の官公署及び団体の連絡先 

担 当 
官公署及
び団体 

電話 
番号 

担 当 
官公署及
び団体 

電話 
番号 

総務部 
豊間根郵
便局 

86-
1315 

健康 子
ども部 

とよまね
こども園 

86-
2745 

［略］ ［略］ [略] ［略］ ［略］ [略] 

長寿福
祉部 

グループホームまぶるいろは館 
65-

6777 
消防防
災部 

第２分団 
84-

3961 

［略］ ［略］ [略] ［略］ ［略］ [略] 

長寿福
祉部 

小規模多機能センタ
ー絆の里やすらぎ 

84-
3955 

消防防
災部 

第５分団 82-
5203 

長寿福
祉部 

平安荘デイサービ
スセンター 

84-
3611 

消防防
災部 

第９分団 
82-

5323 

［略］ ［略］ [略] ［略］ ［略］ [略] 

長寿福
祉部 

グループホー
ムうららか 

080-2892-
6333 

消防防
災部 

第 11 分団 86-
2399 

長寿福
祉部 

ジョブ・パー
トナー山田 

77-
3163 

生涯学
習部 

県立陸中海岸
青少年の家 

84-
3311 

長寿福
祉部 

すまいる
わーく 

82-
2347 

学校教
育部 

県立山田
高等学校 

82-
2637 

長寿福
祉部 

望みの園
はまなす 

86-
3101 

   

２ ［略］ 
 別図１～別図４ ［略］ 

修正 

理由 

○岩手県地域防災計画の修正に伴う修正 

〇町独自の修正（団体等の追記、所要の修正） 



 

- 45 - 

 

 

項 現計画 修正案 
 
 
 
 

318 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

323 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２節 災害予防計画 
 
第１ 防災知識普及計画 

【総務課、学校教育課】 
１ 基本方針 

県、町その他の防災関係機関は、職員に
対して防災教育を実施するとともに、広く
住民等に対して防災知識の普及に努める。 
なお、防災知識の普及を図る際には、放

射線、放射性物質、原子力災害の特殊性を
十分に踏まえるとともに、高齢者、障がい
者等の要配慮者の多様なニーズに十分配
慮し、地域において要配慮者を支援する体
制の整備を図る。 
また、被災時に性別によるニーズの違い

等、男女双方及び性的マイノリティ（ＬＧＢ
Ｔ等）の視点にも配慮する。 
 
 

２ ［略］ 
  
第２～第６ ［略］  

 
 

第３節 災害応急対策計画 
 
第１ 活動体制計画 
１ 基本方針 
(1)～(5) [略] 
 
 
 
 

２～３ ［略］ 
 
第２～第５ ［略］  
   
第６ 避難・影響回避計画 
１ 基本方針 
(1)～(5) [略]  
(6) 新型コロナウイルス感染症を含む感染
症の流行下において、原子力災害が発生
した場合、住民等の被ばくによるリスク
とウイルスの感染拡大によるリスクの双
方から、国民の生命・健康を守ることを最
優先とする。具体的には、避難又は一時移
転を行う場合には、その過程又は避難先
等における感染拡大を防ぐため、避難所・
避難車両等における感染者とそれ以外の
者との分離、人と人との距離の確保、マス
クの着用、手洗いなどの手指衛生等の感
染対策を実施する。 

２～４ [略]  
  

第７ [略] 

第２節 災害予防計画 
 
第１ 防災知識普及計画 

【総務課、学校教育課】 
１ 基本方針 

県、町その他の防災関係機関は、職員に
対して防災教育を実施するとともに、広く
住民等に対して防災知識の普及に努める。 
なお、防災知識の普及を図る際には、放

射線、放射性物質、原子力災害の特殊性を
十分に踏まえるとともに、高齢者、障がい
者等の要配慮者の多様なニーズに十分配
慮し、地域において要配慮者を支援する体
制の整備を図る。 
また、被災時に性別によるニーズの違い

等、男女双方及び性的マイノリティ（ＬＧＢ
Ｔ等）の視点にも配慮することに加え、家庭
動物の飼養の有無による被災時のニーズの
違いに配慮するよう努める。 

２ ［略］ 
 
第２～第６ ［略］ 
 
 

第３節 災害応急対策計画 
 
第１ 活動体制計画 
１ 基本方針 
(1)～(5) [略] 
(6) 町は、被ばくの可能性がある環境下で
活動する防災業務関係者の安全確保のた
めの防災資機材をあらかじめ整備するも
のとする。 

２～３ ［略］  
 
第２～第５ ［略］  
 
第６ 避難・影響回避計画 
１ 基本方針 
(1)～(5) ［略］ 
(6)感染症の流行下において、原子力災害が
発生した場合、住民等の被ばくによるリ
スクとウイルスの感染拡大によるリスク
の双方から、国民の生命・健康を守ること
を最優先とする。具体的には、避難又は一
時移転を行う場合には、その過程又は避
難先等における感染拡大を防ぐため、避
難所・避難車両等における感染者とそれ
以外の者との分離、人と人との距離の確
保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生
等の感染対策を実施する。 

 
２～４ [略]  
 
第 7 [略] 

修正 

理由 

○防災基本計画修正に伴う修正 

〇岩手県地域防災計画修正に伴う修正 



 

- 46 - 

 

 


